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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＣＱＩの算出のための第１の参照信号をサブフレームに配置し、ＣＱＩの算出のための
第２の参照信号をすべてのサブフレームに配置する配置部と、
　配置された前記第１の参照信号を、第１の通信システムに対応する第１の端末に送信し
、配置された前記第２の参照信号を、前記第１の端末及び第２の通信システムに対応する
第２の端末に送信する送信部と、
　を有し、
　前記第１の参照信号は、前記第１の参照信号の一リソースブロックあたりのシンボル数
が、前記第２の参照信号の一リソースブロックあたりのシンボル数よりも少なくなるよう
に配置され、
　前記第１の参照信号は、フィジカル・ブロードキャスト・チャネル（ＰＢＣＨ）又はシ
ステム・インフォメーション・ブロック１（ＳＩＢ１）の送信と重なるサブフレームでは
送信されない、
　通信装置。
【請求項２】
　前記配置部は、データの復調のための第３の参照信号を、前記データが配置されたリソ
ースブロックに配置し、
　前記送信部は、配置された前記第３の参照信号を、前記第１の端末に送信する、
　請求項１に記載の通信装置。
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【請求項３】
　前記第３の参照信号は、端末に固有の参照信号である、
　請求項２に記載の通信装置。
【請求項４】
　前記第２の参照信号は、セルに固有の参照信号である、
　請求項１から３のいずれかに記載の通信装置。
【請求項５】
　前記第２の参照信号は、ＰＢＣＨ又は下り制御チャネルの復調に用いられる、
　請求項１から４のいずれかに記載の通信装置。
【請求項６】
　前記第１の通信システムにおいて前記第１の端末が対応する基地局のアンテナポートの
最大数が、前記第２の通信システムにおいて前記第２の端末が対応する基地局のアンテナ
ポートの最大数よりも大きい、
　請求項１から５のいずれかに記載の通信装置。
【請求項７】
　前記第１の通信システムはＬＴＥ－Ａｄｖｅｎｃｅｄであり、前記第２の通信システム
はＬＴＥである、
　請求項１から６のいずれかに記載の通信装置。
【請求項８】
　前記第１の参照信号は、所定の周期で、配置される、
　請求項１から７のいずれかに記載の通信装置。
【請求項９】
　前記第１の参照信号は、ＨＡＲＱにおける再送間隔若しくはＨＡＲＱプロセス数と同一
の間隔、ＨＡＲＱにおける再送間隔若しくはＨＡＲＱプロセス数の整数倍の間隔、又は、
ＨＡＲＱにおける再送間隔若しくはＨＡＲＱプロセス数の１／Ｎ（Ｎは正の整数）の間隔
で、配置される、
　請求項１から８のいずれかに記載の通信装置。
【請求項１０】
　前記第１の参照信号は、ＣＱＩを報告する周期と同一の周期、又は、ＣＱＩを報告する
周期の整数倍の周期で、配置される、
　請求項１から９のいずれかに記載の通信装置。
【請求項１１】
　前記第１の参照信号は、ＳＰＳ送信周期と同一の周期、又は、ＳＰＳ送信周期の１／Ｎ
（Ｎは正の整数）の周期で、配置される、
　請求項１から１０のいずれかに記載の通信装置。
【請求項１２】
　前記第１の参照信号は、セルに固有の参照信号である、
　請求項１から１１のいずれかに記載の通信装置。
【請求項１３】
　前記第１の参照信号は、ＣＳＩ－ＲＳである、
　請求項１から１２のいずれかに記載の通信装置。
【請求項１４】
　ＣＱＩの算出のための第１の参照信号をサブフレームに配置し、
　ＣＱＩの算出のための第２の参照信号をすべてのサブフレームに配置し、
　配置された前記第１の参照信号を、第１の通信システムに対応する第１の端末に送信し
、
　配置された前記第２の参照信号を、前記第１の端末及び第２の通信システムに対応する
第２の端末に送信し、
　前記第１の参照信号は、前記第１の参照信号の一リソースブロックあたりのシンボル数
が、前記第２の参照信号の一リソースブロックあたりのシンボル数よりも少なくなるよう
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に配置され、
　前記第１の参照信号は、フィジカル・ブロードキャスト・チャネル（ＰＢＣＨ）又はシ
ステム・インフォメーション・ブロック１（ＳＩＢ１）の送信と重なるサブフレームでは
送信されない、
　通信方法。
【請求項１５】
　ＣＱＩの算出のための第１の参照信号をサブフレームに配置し、ＣＱＩの算出のための
第２の参照信号をすべてのサブフレームに配置する処理と、
　配置された前記第１の参照信号を、第１の通信システムに対応する第１の端末に送信し
、配置された前記第２の参照信号を、前記第１の端末及び第２の通信システムに対応する
第２の端末に送信する処理と、
　を制御し、
　前記第１の参照信号は、前記第１の参照信号の一リソースブロックあたりのシンボル数
が、前記第２の参照信号の一リソースブロックあたりのシンボル数よりも少なくなるよう
に配置され、
　前記第１の参照信号は、フィジカル・ブロードキャスト・チャネル（ＰＢＣＨ）又はシ
ステム・インフォメーション・ブロック１（ＳＩＢ１）の送信と重なるサブフレームでは
送信されない、
　集積回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信装置及び無線通信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　3GPP-LTEでは、下り回線の通信方式としてＯＦＤＭＡ（Orthogonal Frequency Divisio
n Multiple Access）が採用されている。3GPP-LTEでは、無線通信基地局装置（以下、基
地局と省略する）が予め定められた通信リソースを用いて参照信号（Reference Signal：
ＲＳ）を送信し、無線通信端末装置（以下、端末と省略する）は受信した参照信号を用い
てチャネル推定を行ってデータを復調する（非特許文献１参照）。また、端末は、参照信
号を用いて適応ＭＣＳ（Modulation and channel Coding Scheme）制御、ＭＩＭＯ（Mult
iple-Input Multiple-Output）伝送におけるＰＭＩ（Precoding Matrix Indicator）制御
または適応スケジューリングのための受信品質の測定を行う。そして、端末は得られるＰ
ＭＩおよび受信品質情報（ＣＱＩ：Channel Quality Indicator）を基地局へフィードバ
ックする。
【０００３】
　また、基地局が複数のアンテナを備えている場合、基地局はダイバーシチ送信を行うこ
とが可能である。例えば、基地局は複数のアンテナから複数のデータストリームを送信（
ＭＩＭＯ送信）することにより、高速伝送が可能となる。このようにしてダイバーシチ送
信された信号を端末が誤りなく受信するためには、端末は、基地局での送信に用いられた
アンテナ群から端末までのチャネル状態を知る必要がある。従って、基地局に備えられる
すべてのアンテナからＲＳが互いに干渉なく送信される必要がある。これを実現するため
に3GPP-LTEでは、基地局の各アンテナから、時間領域および周波数領域で互いに異なるタ
イミングおよびキャリア周波数を用いてＲＳが送信される方法を採用している。
【０００４】
　図１に3GPP-LTEで想定されている４アンテナの基地局（4Tx基地局）の構成を示し、図
２に4Tx基地局におけるＲＳ送信方法を示す（非特許文献２参照）。ただし、図２におい
て、縦軸（周波数領域）はサブキャリア単位であり、横軸（時間領域）はＯＦＤＭシンボ
ル単位である。また、Ｒ０,Ｒ１,Ｒ２,Ｒ３はそれぞれアンテナ０,１,２,３（１番目,２
番目,３番目,４番目のアンテナ）から送信されるＲＳを示す。また、図２において、太線
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の枠で囲まれた１つのブロック（周波数領域で６サブキャリア、時間領域で１４ＯＦＤＭ
シンボル）の単位をリソースブロック（Resource Block：ＲＢ）と呼ぶ。なお、3GPP-LTE
では、１ＲＢが１２サブキャリアで構成されるが、ここでは説明を簡略するために、１Ｒ
Ｂを構成するサブキャリア数を６サブキャリアとする。また、１ＲＢを構成する１サブキ
ャリア×１ＯＦＤＭシンボルの単位をリソースエレメント（ＲＥ：Resource Element）と
呼ぶ。図２から分かるように、4Tx基地局では、ＲＳ送信にかかるオーバーヘッドを最小
限に抑えるため、アンテナ２（３番目のアンテナ）、アンテナ３（４番目のアンテナ）か
らのＲＳ（Ｒ２およびＲ３）の送信頻度を減少させている。
【０００５】
　なお、図２に示すＲＳは基地局がカバーするセル内のすべての端末に対して共通であり
、セル固有ＲＳ（Cell Specific Reference Signal）と呼ばれる。また、基地局では、ビ
ームフォーミング送信のために、端末毎に固有のウェイトを乗じたＲＳ（端末固有ＲＳ（
UE Specific Reference Signal））が追加で送信されることもある。
【０００６】
　上記のとおり、3GPP-LTEにおける基地局のアンテナ数は最大４本であり、3GPP-LTEに対
応する端末は、最大４つのアンテナを具備する基地局（4Tx基地局）から送信されたＲＳ
（図２に示すＲ０～Ｒ３）を用いて、データの復調および下り信号の品質測定を行う。
【０００７】
　これに対し、3GPP-LTEの発展形であるLTE-advancedでは、最大８つのアンテナを具備す
る基地局（8Tx基地局）が検討されている。ただし、LTE-advancedでも、3GPP-LTEにおけ
る基地局（4Tx基地局）のみに対応する端末が通信できるようにするために、3GPP-LTEに
則した基地局を提供する必要がある。換言すれば、LTE-advancedでは、4Tx基地局のみに
対応する端末（以下、LTE端末という）および8Tx基地局にも対応する端末（以下、LTE+端
末という。またはLTE-advanced端末と称してもよい）の双方を収容することが要求されて
いる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】3GPP TS 36.213 V8.2.0 (ftp://ftp.3gpp.org/specs/2008-03/Rel-8/36
_series/36213-820.zip)
【非特許文献２】3GPP TS 36.211 V8.2.0 (ftp://ftp.3gpp.org/specs/2008-03/Rel-8/36
_series/36211-820.zip)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　LTE-advancedにおいて、ダイバーシチ送信された信号をLTE+端末が誤りなく受信するた
めには、基地局は８アンテナ分のＲＳを送信する必要がある。例えば、図３に示すように
、すべてのＲＢに、８アンテナ分のＲＳであるＲ０～Ｒ７を配置することが考えられる。
これにより、LTE+端末は信号を誤りなく受信することができる。さらに、端末では、各ア
ンテナのＣＱＩおよびＰＭＩをサブフレーム毎に得ることができるため、ＭＩＭＯ伝送に
よりスループットを向上することができる。
【００１０】
　しかしながら、LTE端末は図２に示すＲＳ（Ｒ０～Ｒ３）の配置位置しか把握していな
い。つまり、LTE端末は、LTE+端末のみで用いるＲＳ、すなわち、図３に示すＲ４～Ｒ７
の存在を知らない。そのため、LTE端末は、LTE+端末のみで用いるＲＳ（Ｒ４～Ｒ７）が
配置されたＲＥでは、データ信号が配置されたと認識して信号を受信する。このように、
LTE端末とLTE+端末とが共存する場合、LTE端末は信号を正しく受信できない場合がある。
その結果、LTE端末の誤り率特性およびスループットが劣化してしまう。
【００１１】
　本発明の目的は、LTE端末とLTE+端末とが共存する場合でも、LTE端末のスループットが
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劣化することを防ぐことができる無線通信装置及び無線通信方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の無線通信装置は、ＣＱＩの算出のための第１の参照信号をサブフレームに配置
する配置部と、配置された前記第１の参照信号を、第１の端末に送信する送信部と、を有
し、前記第１の参照信号は、フィジカル・ブロードキャスト・チャネル（ＰＢＣＨ）又は
システム・インフォメーション・ブロック１（ＳＩＢ１）の送信と重なるサブフレームで
は送信されない、構成を採る。
【００１３】
　本発明の無線通信方法は、ＣＱＩの算出のための第１の参照信号をサブフレームに配置
し、配置された前記第１の参照信号を、第１の端末に送信し、前記第１の参照信号は、フ
ィジカル・ブロードキャスト・チャネル（ＰＢＣＨ）又はシステム・インフォメーション
・ブロック１（ＳＩＢ１）の送信と重なるサブフレームでは送信されない、ようにした。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、LTE端末とLTE+端末とが共存する場合でも、LTE端末のスループットが
劣化することを防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】従来の4Tx基地局の構成を示すブロック図
【図２】従来の4Tx基地局におけるＲＳ送信方法を示す図
【図３】従来の8Tx基地局におけるＲＳ送信方法を示す図
【図４】本発明の実施の形態１に係る基地局の構成を示すブロック図
【図５】本発明の実施の形態１に係るLTE+端末の構成を示すブロック図
【図６】本発明の実施の形態１に係るLTE端末およびLTE+端末の双方で用いるＲＳのみが
配置されるＲＢを示す図
【図７】本発明の実施の形態１に係るLTE+端末のみで用いるＲＳが配置されるＲＢを示す
図
【図８】本発明の実施の形態１に係るＲＳの配置パターンを示す図（配置方法１）
【図９】本発明の実施の形態１に係るＲＳの配置パターンを示す図（配置方法１）
【図１０】本発明の実施の形態１に係るＲＳの配置パターンを示す図（配置方法１）
【図１１】本発明の実施の形態１に係るＲＳの配置パターンを示す図（配置方法２）
【図１２】本発明の実施の形態１に係るＲＳの配置パターンを示す図（配置方法２）
【図１３】本発明の実施の形態１に係るＲＳの配置パターンを示す図（配置方法３）
【図１４】本発明の実施の形態３に係る課題を示す図
【図１５】本発明の実施の形態３に係るＲＳの配置パターンを示す図
【図１６】本発明の実施の形態４に係る課題を示す図
【図１７】本発明の実施の形態４に係るＲＳの配置パターンを示す図
【図１８】本発明の実施の形態４に係るＲＳの他の配置パターンを示す図
【図１９】本発明の実施の形態５に係るＲＳの配置パターンを示す図
【図２０】本発明の実施の形態６に係るＲＳの配置パターンを示す図
【図２１】本発明の実施の形態６に係るＲＳの他の配置パターンを示す図
【図２２】本発明の実施の形態６に係るＲＳの他の配置パターンを示す図
【図２３】本発明の実施の形態７に係るＲＳの配置パターンを示す図
【図２４】本発明の実施の形態８に係るＲＳの配置パターンを示す図
【図２５】本発明の実施の形態８に係るＲＳの他の配置パターンを示す図
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施の形態について、添付図面を参照して詳細に説明する。以下の説明
では、基地局は８本のアンテナを有し、LTE端末およびLTE+端末に対して送信データを送
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信する。また、１フレームは複数のサブフレームに分けられる。また、１サブフレームの
複数のサブキャリアが複数のＲＢに分割される。つまり、１ＲＢは、１サブフレームの一
部のサブキャリアで構成される。
【００１７】
　（実施の形態１）
　本実施の形態に係る基地局１００の構成を図４に示す。
【００１８】
　基地局１００において、符号化・変調部１０１は、送信データのための符号化部１１お
よび変調部１２を、基地局１００が通信可能な端末の数Ｎだけ備える。符号化・変調部１
０１において、符号化部１１－１～１１－Ｎは、端末１～Ｎの送信データに対して符号化
処理を行い、変調部１２－１～１２－Ｎは、符号化後の送信データに対して変調処理を行
ってデータシンボルを生成する。なお、符号化・変調部１０１は、復号部１１８－１～１
１８－Ｎから入力されるＣＱＩ情報に基づいて、符号化部１１および変調部１２それぞれ
の符号化率および変調方式（すなわち、ＭＣＳ）を決定する。
【００１９】
　符号化・変調部１０２において、符号化部１３は、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳ
の配置パターンを示す情報（ＲＳ配置情報）に対して符号化処理を行い、変調部１４は、
符号化後のＲＳ配置情報に対して変調処理を行ってＲＳ配置情報シンボルを生成する。こ
こで、基地局１００は、ＲＳ配置情報を、ＢＣＨ（Broadcast Channel）信号を用いて、
基地局１００がカバーするセル内のすべてのLTE+端末に報知してもよい。
【００２０】
　割当部１０３は、復号部１１８－１～１１８－Ｎから入力されるＣＱＩ情報に従って、
データシンボルおよびＲＳ配置情報シンボルを、ＯＦＤＭシンボルを構成する各サブキャ
リアに割り当ててマッピング部１０４に出力する。
【００２１】
　マッピング部１０４は、割当部１０３から入力される各シンボルを、アンテナ１１０－
１～１１０－８にそれぞれマッピングする。また、マッピング部１０４は、復号部１１８
－１～１１８－Ｎから入力されるＰＭＩ情報に基づいて、各アンテナで用いるPrecoding
ベクトルを選択する。そして、マッピング部１０４は、選択されたPrecodingベクトルを
、各アンテナにマッピングされたシンボルに乗算する。そして、マッピング部１０４は、
各アンテナにマッピングされたシンボルを配置部１０６に出力する。
【００２２】
　設定部１０５は、ＲＳ配置情報に基づいて、アンテナ１１０－５～１１０－８からそれ
ぞれ送信されるセル固有ＲＳ（Ｒ４～Ｒ７）を配置するＲＢをサブフレーム毎に設定する
。具体的には、設定部１０５は、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳ（Ｒ４～Ｒ７）の配
置位置を示す配置パターンに基づいて、セル固有ＲＳを配置するＲＢを複数のサブフレー
ム毎に設定する。ここで、設定部１０５が用いる配置パターンでは、LTE端末およびLTE+
端末の双方で用いるセル固有ＲＳ（Ｒ０～Ｒ３）が、１フレーム内のすべてのＲＢに配置
され、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳ（Ｒ４～Ｒ７）が、１フレーム内の一部のＲＢ
に配置されている。そして、設定部１０５は、設定結果を配置部１０６に出力する。
【００２３】
　配置部１０６は、マッピング部１０４から入力される各アンテナにマッピングされたシ
ンボルに、セル固有ＲＳ（Ｒ０～Ｒ７）をそれぞれ付加する。具体的には、配置部１０６
は、アンテナ１１０－１～１１０－４にマッピングされたシンボルにおいて、LTE端末お
よびLTE+端末の双方で用いるセル固有ＲＳ（Ｒ０～Ｒ３）を１フレーム内のすべてのＲＢ
に配置する。一方、配置部１０６は、アンテナ１１０－５～１１０－８にマッピングされ
たシンボルにおいて、設定部１０５から入力される設定結果に基づいて、LTE+端末のみで
用いるセル固有ＲＳ（Ｒ４～Ｒ７）を、設定された一部のＲＢに配置する。また、配置部
１０６は、設定部１０５から入力される設定結果に示されるＲＢ以外のＲＢにLTE+端末宛
ての送信データが割り当てられた場合、端末固有ＲＳをＲＢに配置する。例えば、配置部
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１０６は、Ｒ４～Ｒ７を端末固有ＲＳとして用いる。なお、配置部１０６は、端末固有の
ウェイトを乗じたＲ４～Ｒ７を用いてもよい。そして、配置部１０６は、ＲＳ配置後のシ
ンボル列をＩＦＦＴ（Inverse Fast Fourier Transform）部１０７－１～１０７－８に出
力する。
【００２４】
　ＩＦＦＴ部１０７－１～１０７－８、ＣＰ（Cyclic Prefix）付加部１０８－１～１０
８－８および無線送信部１０９－１～１０９－８はアンテナ１１０－１～１１０－８にそ
れぞれ対応して備えられる。
【００２５】
　ＩＦＦＴ部１０７－１～１０７－８は、シンボルが割り当てられたＲＢを構成する複数
のサブキャリアに対してＩＦＦＴを行って、マルチキャリア信号であるＯＦＤＭシンボル
を生成する。そして、ＩＦＦＴ部１０７－１～１０７－８は、生成したＯＦＤＭシンボル
をＣＰ付加部１０８－１～１０８－８にそれぞれ出力する。
【００２６】
　ＣＰ付加部１０８－１～１０８－８は、ＯＦＤＭシンボルの後尾部分と同じ信号をＣＰ
としてＯＦＤＭシンボルの先頭に付加する。
【００２７】
　無線送信部１０９－１～１０９－８は、ＣＰ付加後のＯＦＤＭシンボルに対しＤ／Ａ変
換、増幅およびアップコンバート等の送信処理を行ってアンテナ１１０－１～１１０－８
から各端末へ送信する。すなわち、基地局１００はアンテナ１１０－１～１１０－８から
複数のデータストリームを送信する。
【００２８】
　一方、無線受信部１１１は、最大Ｎ個の端末から同時に送信されたＮ個の信号をアンテ
ナ１１０－１～１１０－８を介して受信し、これらの信号に対しダウンコンバート、Ａ／
Ｄ変換等の受信処理を行う。
【００２９】
　ＣＰ除去部１１２は、受信処理後の信号からＣＰを除去する。
【００３０】
　ＦＦＴ（Fast Fourier Transform）部１１３は、ＣＰ除去後の信号に対してＦＦＴを行
って、周波数領域で多重された端末毎の信号を得る。ここで、端末毎の信号にはそれぞれ
、各端末のデータ信号と、各端末のＣＱＩ情報およびＰＭＩ情報を含む制御情報とが含ま
れている。
【００３１】
　分離部１１４は、ＦＦＴ部１１３から入力される各端末の信号を、各端末のデータ信号
および制御情報に分離する。そして、分離部１１４は、端末１～Ｎのデータ信号を復調部
１１５－１～１１５－Ｎにそれぞれ出力し、端末１～Ｎの制御情報を復調部１１７－１～
１１７－Ｎにそれぞれ出力する。
【００３２】
　基地局１００は、復調部１１５－１～１１５－Ｎ、復号部１１６－１～１１６－Ｎ、復
調部１１７－１～１１７－Ｎおよび復号部１１８－１～１１８－Ｎを、基地局１００が通
信可能な端末の数Ｎだけ備える。
【００３３】
　復調部１１５－１～１１５－Ｎは、分離部１１４から入力されるデータ信号に対して復
調処理を行い、復号部１１６－１～１１６－Ｎは、復調後のデータ信号に対して復号処理
を行う。これにより、端末毎の受信データが得られる。
【００３４】
　復調部１１７－１～１１７－Ｎは、分離部１１４から入力される制御情報に対して復調
処理を行い、復号部１１８－１～１１８－Ｎは、復調後の制御情報に対して復号処理を行
う。そして、復号部１１８－１～１１８－Ｎは、制御情報のうちＣＱＩ情報およびＰＭＩ
情報を符号化・変調部１０１、割当部１０３およびマッピング部１０４に出力する。
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【００３５】
　次に、本実施の形態に係る端末２００（LTE+端末）について説明する。本実施の形態に
係る端末２００の構成を図５に示す。
【００３６】
　図５に示す端末２００において、無線受信部２０２－１～２０２－８、ＣＰ除去部２０
３－１～２０３－８、ＦＦＴ部２０４－１～２０４－８および抽出部２０５－１～２０５
－８は、アンテナ２０１－１～２０１－８にそれぞれ対応して備えられる。
【００３７】
　無線受信部２０２－１～２０２－８は、基地局１００（図４）から送信されたＯＦＤＭ
シンボルをアンテナ２０１－１～２０１－８を介して受信し、これらのＯＦＤＭシンボル
に対しダウンコンバート、Ａ／Ｄ変換等の受信処理を行う。
【００３８】
　ＣＰ除去部２０３－１～２０３－８は、受信処理後のＯＦＤＭシンボルからＣＰを除去
する。
【００３９】
　ＦＦＴ部２０４－１～２０４－８は、ＣＰ除去後のＯＦＤＭシンボルに対してＦＦＴを
行って、周波数領域の信号を得る。
【００４０】
　抽出部２０５－１～２０５－８は、復号部２１１から入力されるＲＳ配置情報に基づい
て、ＦＦＴ部２０４－１～２０４－８から入力される信号からセル固有ＲＳ（Ｒ０～Ｒ７
）および端末固有ＲＳ（例えば、端末固有のウェイトを乗じたＲ４～Ｒ７）を抽出する。
そして、抽出部２０５－１～２０５－８は、セル固有ＲＳをチャネル推定部２０６および
測定部２１２に出力し、端末固有ＲＳをチャネル推定部２０６に出力する。また、抽出部
２０５－１～２０５－８は、ＦＦＴ部２０４－１～２０４－８から入力される信号を空間
受信処理部２０７に出力する。なお、端末２００は、ＲＳ配置情報が含まれるＢＣＨ信号
を基地局１００から受信することで、ＲＳ配置情報を取得してもよい。
【００４１】
　チャネル推定部２０６は、抽出部２０５－１～２０５－８から入力されるセル固有ＲＳ
および端末固有ＲＳを用いてチャネル推定を行い、チャネル推定結果を空間受信処理部２
０７に出力する。
【００４２】
　空間受信処理部２０７は、チャネル推定部２０６から入力されるチャネル推定結果を用
いて、抽出部２０５－１～２０５－８からそれぞれ入力される信号、つまり、アンテナ２
０１－１～２０１－８でそれぞれ受信した信号に対して、空間分離処理を行う。そして、
空間受信処理部２０７は、分離されたデータストリームのうち、データ信号を復調部２０
８に出力し、ＲＳ配置情報を復調部２１０に出力する。
【００４３】
　復調部２０８は、空間受信処理部２０７から入力されるデータ信号に対して復調処理を
行い、復号部２０９は、復調後のデータ信号に対して復号処理を行う。これにより、受信
データが得られる。
【００４４】
　復調部２１０は、空間受信処理部２０７から入力されるＲＳ配置情報に対して復調処理
を行い、復号部２１１は、復調後のＲＳ配置情報に対して復号処理を行う。そして、復号
部２１１は、復号後のＲＳ配置情報を抽出部２０５－１～２０５－８に出力する。
【００４５】
　一方、測定部２１２は、抽出部２０５－１～２０５－８から入力されるセル固有ＲＳ（
Ｒ０～Ｒ７）を用いて、アンテナ２０１－１～２０１－８毎のＣＱＩの測定および、良好
な受信品質を得るためのＰＭＩの推定を行う。そして、測定部２１２は、測定したＣＱＩ
を示すＣＱＩ情報および推定したＰＭＩを示すＰＭＩ情報を制御情報として符号化部２１
５に出力する。
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【００４６】
　符号化部２１３は、送信データに対して符号化処理を行い、変調部２１４は、符号化後
の送信データに対して変調処理を行ってデータシンボルを生成する。そして、変調部２１
４は、生成したデータシンボルを多重部２１７に出力する。
【００４７】
　符号化部２１５は、測定部２１２から入力されるＣＱＩ情報およびＰＭＩ情報を含む制
御情報に対して符号化処理を行い、変調部２１６は、符号化後の制御情報に対して変調処
理を行って制御情報シンボルを生成する。そして、変調部２１６は、生成した制御情報シ
ンボルを多重部２１７に出力する。
【００４８】
　多重部２１７は、変調部２１４から入力されるデータシンボルおよび変調部２１６から
入力される制御情報シンボルを多重して、多重後の信号をＩＦＦＴ部２１８に出力する。
【００４９】
　ＩＦＦＴ部２１８は、多重部２１７から入力される信号が割り当てられた複数のサブキ
ャリアに対してＩＦＦＴを行って、ＩＦＦＴ後の信号をＣＰ付加部２１９に出力する。
【００５０】
　ＣＰ付加部２１９は、ＩＦＦＴ部２１８から入力される信号の後尾部分と同じ信号をＣ
Ｐとして信号の先頭に付加する。
【００５１】
　無線送信部２２０は、ＣＰ付加後の信号に対しＤ／Ａ変換、増幅およびアップコンバー
ト等の送信処理を行ってアンテナ２０１－１から基地局１００（図４）へ送信する。
【００５２】
　次に、本実施の形態におけるセル固有ＲＳの配置方法について説明する。
【００５３】
　以下の説明では、例えば図８に示すように、１フレームが５サブフレーム（サブフレー
ム０～４）で構成される。また、１サブフレームにおいて、複数のサブキャリアをＲＢ０
～ＲＢ３の４個のＲＢに均等に分割する場合を一例に挙げて説明する。また、図６および
図７に示すように、１ＲＢは６サブキャリア×１サブフレームで構成される。また、LTE
端末およびLTE+端末の双方で用いるセル固有ＲＳ（Ｒ０～Ｒ３）は、図６および図７に示
すようにＲＢ内の予め設定されたＲＥに配置される。また、LTE+端末のみで用いるセル固
有ＲＳ（Ｒ４～Ｒ７）は、図７に示すようにＲＢ内の予め設定されたＲＥに配置される。
【００５４】
　また、以下の説明では、Ｒ０～Ｒ３の４個のＲＳが配置されるＲＢ（図６）を図８に示
すように４ＲＳと示し、Ｒ０～Ｒ７の８個のＲＳが配置されるＲＢ（図７）を８ＲＳと示
す。つまり、図８において、LTE端末およびLTE+端末の双方で用いるセル固有ＲＳ（Ｒ０
～Ｒ３）は、１フレーム内のすべてのＲＢに配置されるのに対し、LTE+端末のみで用いる
ＲＳ（Ｒ４～Ｒ７）は８ＲＳで示されるＲＢのみに配置される。
【００５５】
　＜配置方法１（図８）＞
　本配置方法では、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳを、１フレーム内の一部のＲＢの
みに配置する。
【００５６】
　ここで、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳを、１フレーム内の一部の限られた周波数
帯域のみに固定的に配置すると、基地局１００は、LTE+端末およびLTE端末の双方のデー
タ信号を限られた周波数帯域のみにしか割り当てることができなくなる。例えば、１フレ
ーム内のサブフレーム０～サブフレーム４において、ＲＢ０～ＲＢ３のうち、ＲＢ０およ
びＲＢ１にLTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳ（Ｒ４～Ｒ７）が固定的に配置されると、
基地局１００は、LTE端末宛てのデータ信号をＲＢ２およびＲＢ３のみにしか割り当てる
ことができなくなる。つまり、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳを、１フレーム内の一
部の限られた周波数帯域のみに固定的に配置すると、LTE端末の割り当て可能なＲＢが限
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定されるため、周波数スケジューリング効果が劣化してしまう。
【００５７】
　そこで、本配置方法では、さらに、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳ（Ｒ４～Ｒ７）
を、隣接するサブフレームで互いに異なる周波数帯域のＲＢに配置する。
【００５８】
　具体的には、図８に示すように、サブフレーム０では、Ｒ４～Ｒ７がＲＢ０に配置され
、サブフレーム１では、Ｒ４～Ｒ７がＲＢ１に配置され、サブフレーム２では、Ｒ４～Ｒ
７がＲＢ２に配置され、サブフレーム３では、Ｒ４～Ｒ７がＲＢ３に配置され、サブフレ
ーム４では、Ｒ４～Ｒ７がＲＢ０に配置される。
【００５９】
　つまり、基地局１００の設定部１０５（図４）は、図８に示すように、LTE+端末のみで
用いるセル固有ＲＳ（Ｒ４～Ｒ７）を配置するＲＢとして、サブフレーム０ではＲＢ０を
設定し、サブフレーム１ではＲＢ１を設定する。サブフレーム２～４についても同様であ
る。
【００６０】
　配置部１０６は、図７に示すようにしてサブフレーム０のＲＢ０内の対応する各ＲＥに
Ｒ４～Ｒ７をそれぞれ配置し、サブフレーム１のＲＢ１内の対応する各ＲＥにＲ４～Ｒ７
をそれぞれ配置する。サブフレーム２～４についても同様である。
【００６１】
　図８に示すように、１フレーム内の２０個のＲＢ（「サブフレーム０～４の５サブフレ
ーム」×「ＲＢ０～３の４ＲＢ」）のうち、５ＲＢのみにＲ４～Ｒ７が配置される。すな
わち、Ｒ４～Ｒ７が配置される一部のＲＢ（図８に示す８ＲＳ）以外の１５ＲＢ（図８に
示す４ＲＳ）では、LTE端末が受信可能なＲ０～Ｒ３のみが送信される。よって、基地局
１００は、Ｒ４～Ｒ７が配置される一部のＲＢ（図８に示す８ＲＳ）以外のＲＢ（図８に
示す４ＲＳ）にLTE端末を割り当てることができる。これにより、LTE端末は、Ｒ４～Ｒ７
が配置されているＲＥを誤ってデータシンボルとして受信することが無いため、誤り率特
性の劣化を防ぐことができる。
【００６２】
　また、図８に示すように、Ｒ４～Ｒ７が配置されるＲＢ（図８に示す８ＲＳ）は、隣接
するサブフレームで互いに異なる周波数領域のＲＢに配置される。具体的には、図８に示
すように、Ｒ４～Ｒ７は、サブフレーム０では、ＲＢ０に配置されるのに対し、サブフレ
ーム０に隣接するサブフレーム１では、ＲＢ０と周波数領域が異なるＲＢ１に配置される
。同様に、Ｒ４～Ｒ７は、サブフレーム１に隣接するサブフレーム２では、ＲＢ１と周波
数領域が異なるＲＢ２に配置される。サブフレーム３、４についても同様である。すなわ
ち、Ｒ４～Ｒ７は、サブフレーム毎に１ＲＢずつ周波数領域でシフトさせたＲＢに配置さ
れる。
【００６３】
　これにより、端末２００（LTE+端末）は、１サブフレームのいずれか１ＲＢで８個のセ
ル固有ＲＳ（Ｒ０～Ｒ７）を用いてＣＱＩ測定およびＰＭＩ推定を行うことができ、かつ
、連続する４サブフレームで、すべてのＲＢ０～３におけるＣＱＩおよびＰＭＩを更新す
ることができる。そして、端末２００（LTE+端末）は、得られたＣＱＩおよびＰＭＩを基
地局１００にフィードバックする。また、基地局１００は、フィードバックされたＣＱＩ
に基づく適応ＭＣＳ制御を行い、さらに、フィードバックされたＰＭＩを用いて送信デー
タをＭＩＭＯ送信する。なお、端末２００（LTE+端末）は、各サブフレームで得られたＣ
ＱＩおよびＰＭＩを、サブフレーム毎に基地局へフィードバックしてもよい。これにより
、端末２００（LTE+端末）では、１サブフレームあたりのフィードバック量を少なくする
ことができ、かつ、ＲＢ毎により新しいＣＱＩおよびＰＭＩ、つまり、精度の良いＣＱＩ
およびＰＭＩをフィードバックすることができる。また、端末２００（LTE+端末）は、Ｒ
Ｂ０～ＲＢ３のすべてのＣＱＩおよびＰＭＩを得てから、ＣＱＩおよびＰＭＩを一度に基
地局へフィードバックしてもよい。
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【００６４】
　ここで、基地局１００の８本のアンテナを用いた高速伝送（ＭＩＭＯ送信）はセル半径
の小さいマイクロセルで行われることが想定される。このため、基地局１００の８本のア
ンテナを用いた高速伝送は、低速移動のLTE+端末のみをサポートする。よって、図８に示
すように、すべてのＲＢにおけるＣＱＩ測定およびＰＭＩ推定を行うために４サブフレー
ムの長い時間間隔を要する場合でも、４サブフレームに渡るチャネル品質の変動が緩慢で
あるため、ＣＱＩ測定およびＰＭＩ推定の精度の劣化は小さい。つまり、基地局１００は
、端末２００（LTE+端末）からの十分な精度のＣＱＩおよびＰＭＩを用いて適応ＭＣＳ制
御およびＭＩＭＯ送信を行うことができるため、スループットを向上させることができる
。
【００６５】
　また、Ｒ４～Ｒ７が配置されないＲＢ（図８に示す４ＲＳ）に端末２００（LTE+端末）
のデータを割り当てる場合、基地局１００は、データ復調用の端末固有ＲＳ（端末固有の
ウェイトを乗じたＲ４～Ｒ７）を、データを割り当てたＲＢに配置して送信する。すなわ
ち、基地局１００は、端末固有ＲＳを用いることで、Ｒ４～Ｒ７が配置されたＲＢ（図８
に示す８ＲＳ）のみでなく、いずれのＲＢ０～３でもLTE+端末宛てのデータ信号を割り当
てることができる。よって、基地局１００では、LTE+端末を割り当てる際のスケジューラ
の制約が無くなるため、周波数スケジューリング効果を向上させることができる。
【００６６】
　ただし、端末固有ＲＳが送信されるＲＢは基地局１００がどのＲＢにLTE+端末を割り当
てるかによって変わり、各LTE+端末では自端末に割り当てられたＲＢしか基地局１００か
ら通知されない。そのため、各LTE+端末は、自端末に割り当てられたＲＢの端末個別ＲＳ
しか存在を知らない。つまり、他のLTE+端末は、端末固有ＲＳを用いてＣＱＩ測定および
ＰＭＩ推定を行うことができない。しかし、本配置方法では、サブフレーム毎にいずれか
１つのＲＢにセル固有ＲＳが送信されるため、他のLTE+端末は端末固有ＲＳを知らなくて
も、ＣＱＩ測定およびＰＭＩ推定を行うことができる。
【００６７】
　このように、本配置方法によれば、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳを、１フレーム
内の複数のＲＢのうち、一部のＲＢのみに配置する。これにより、基地局は、LTE+端末の
みで用いるセル固有ＲＳが配置されたＲＢ以外のＲＢでは、LTE端末宛てのデータ信号を
割り当てることができる。よって、LTE端末は、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳをデ
ータ信号として誤って受信することが無いため、誤り率特性の劣化を防止することができ
る。よって、本配置方法では、LTE端末とLTE+端末とが共存する場合でも、LTE端末のスル
ープットが劣化することを防ぐことができる。また、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳ
が配置されないＲＢでLTE+端末宛てのデータ信号を割り当てる場合、基地局は端末固有Ｒ
ＳをＲＢに配置する。これにより、基地局は、すべてのＲＢにおいて、LTE+端末宛てのデ
ータ信号を割り当てることができるため、周波数スケジューリング効果を向上させること
ができる。
【００６８】
　また、本配置方法では、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳを、隣接するサブフレーム
で互いに異なる周波数領域のＲＢに配置し、かつ、サブフレーム毎に１ＲＢだけシフトし
たＲＢに配置する。これにより、LTE+端末は、自装置のデータ信号が割り当てられていな
いＲＢにおいても、連続する複数のサブフレームに渡ってセル固有ＲＳを確実に受信する
ことができる。このため、LTE+端末はすべての周波数帯域におけるＣＱＩ測定およびＰＭ
Ｉ推定を精度良く行うことができる。なお、セル固有ＲＳのシフト量は１ＲＢでなくても
よい。
【００６９】
　なお、本配置方法は、セル毎に時間領域および周波数領域が異なるＲＳの配置パターン
を用いてもよい。例えば、隣接する２つの基地局のうち、一方の基地局が図８に示す配置
パターンを用いるのに対し、他方の基地局は図９に示す配置パターンを用いてもよい。図
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８に示す配置パターンでは、Ｒ４～Ｒ７がサブフレーム０，１，２，３，４の順にＲＢ０
，１，２，３，０に配置されるのに対し、図９に示す配置パターンでは、Ｒ４～Ｒ７がサ
ブフレーム０，１，２，３，４の順にＲＢ０，２，１，３，０に配置される。すなわち、
図９に示す配置パターンでは、Ｒ４～Ｒ７が、１フレーム内において、サブフレーム毎に
複数ＲＢ（ここでは、２ＲＢ）ずつ周波数領域でシフトした一部のＲＢに配置される。ま
たは、隣接する２つの基地局のうち、一方の基地局が図８に示す配置パターンを用いるの
に対し、他方の基地局は図１０に示す配置パターンを用いてもよい。図１０に示す配置パ
ターンでは、Ｒ４～Ｒ７がサブフレーム０，１，２，３，４の順にＲＢ１，２，３，０，
１に配置される。すなわち、図８に示す配置パターンでは、Ｒ４～Ｒ７がサブフレーム０
のＲＢ０から１ＲＢずつシフトさせたＲＢに配置されるのに対し、図１０に示す配置パタ
ーンでは、Ｒ４～Ｒ７がサブフレーム０のＲＢ１から１ＲＢずつシフトさせたＲＢに配置
される。これにより、複数のセルにおいて、同一時間領域および同一周波数領域にＲ４～
Ｒ７が配置される確率を低減することができる。一般に、セル固有ＲＳはセル内のすべて
の端末を対象として送信されるため、データシンボルよりも大きな送信電力で送信される
。つまり、セル境界に位置する端末では、自装置が属するセルからのセル固有ＲＳのみで
なく、隣接セルからのセル固有ＲＳも受信するため、セル固有ＲＳのセル間干渉が大きく
なる。しかし、上述したように、セル毎に時間領域および周波数領域が異なる配置パター
ンを用いることで、セル固有ＲＳのセル間干渉を軽減することができるため、各端末にお
けるＣＱＩ測定およびＰＭＩ推定の精度が向上する。
【００７０】
　また、本発明では、４サブフレームで１フレームを構成し、１フレームが、Ｒ４～Ｒ７
をすべてのＲＢに配置する配置パターンの１周期となるようにしてもよい。この場合、ハ
ンドオーバ等で隣接セルから移ってきたLTE+端末は、フレーム番号を知らなくてもセル固
有ＲＳ（Ｒ４～Ｒ７）を受信することができる。
【００７１】
　＜配置方法２（図１１）＞
　配置方法１では、同一サブフレームにおいてLTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳを１Ｒ
Ｂに配置したのに対し、本配置方法では、同一サブフレームにおいて、LTE+端末のみで用
いるセル固有ＲＳを複数のＲＢに配置する。
【００７２】
　端末の移動速度が低速である場合、基地局と端末との間のチャネル品質の変動は緩慢に
なる。一方、端末の移動速度がより高速である場合、基地局と端末との間のチャネル品質
の変動は激しくなる。つまり、端末の移動速度がより高速である場合には、サブフレーム
毎のチャネル品質の変動が激しくなる。よって、端末の移動速度がより高速である場合、
長い時間間隔だけ前のサブフレームで得たＲＳを用いると、現時点のチャネル品質を正確
に反映することができないため、ＣＱＩ測定およびＰＭＩ推定の精度が劣化してしまう。
【００７３】
　そこで、本配置方法では、同一サブフレームにおいて、LTE+端末のみで用いるセル固有
ＲＳ（Ｒ４～Ｒ７）を、複数のＲＢに配置する。
【００７４】
　具体的には、図１１に示すように、サブフレーム０では、Ｒ４～Ｒ７がＲＢ０およびＲ
Ｂ１に配置され、サブフレーム１では、Ｒ４～Ｒ７がＲＢ２およびＲＢ３に配置され、サ
ブフレーム２では、Ｒ４～Ｒ７がＲＢ０およびＲＢ１に配置され、サブフレーム３では、
Ｒ４～Ｒ７がＲＢ２およびＲＢ３に配置され、サブフレーム４では、Ｒ４～Ｒ７がＲＢ０
およびＲＢ１に配置される。
【００７５】
　つまり、基地局１００の設定部１０５（図４）は、図１１に示すように、LTE+端末のみ
で用いるセル固有ＲＳ（Ｒ４～Ｒ７）を配置するＲＢとして、サブフレーム０ではＲＢ０
およびＲＢ１の２ＲＢを設定し、サブフレーム１ではＲＢ２およびＲＢ３の２ＲＢを設定
する。サブフレーム２～４についても同様である。
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【００７６】
　また、配置部１０６は、図７に示すようにしてサブフレーム０のＲＢ０内の対応する各
ＲＥおよびＲＢ１内の対応する各ＲＥにＲ４～Ｒ７をそれぞれ配置し、サブフレーム１の
ＲＢ２内の対応する各ＲＥおよびＲＢ３内の対応する各ＲＥにＲ４～Ｒ７をそれぞれ配置
する。サブフレーム２～４についても同様である。
【００７７】
　図１１に示すように、１フレーム内の２０個のＲＢのうち、１０ＲＢにＲ４～Ｒ７が配
置される。すなわち、Ｒ４～Ｒ７が配置される一部のＲＢ（図１１に示す８ＲＳ）以外の
１０ＲＢ（図１１に示す４ＲＳ）では、LTE端末が受信可能なＲ０～Ｒ３のみが送信され
る。よって、LTE端末は、配置方法１（図８）と同様にして、誤り率特性の劣化を防ぐこ
とができる。
【００７８】
　また、配置方法１（図８）では、端末２００（LTE+端末）は４サブフレームですべての
ＲＢのセル固有ＲＳ（Ｒ０～Ｒ７）を受信することができるのに対し、図１１では、端末
２００（LTE+端末）は２サブフレームですべてのＲＢのセル固有ＲＳ（Ｒ０～Ｒ７）を受
信することができる。換言すると、配置方法１（図８）では、端末２００（LTE+端末）は
、同一ＲＢにおいて、４サブフレーム毎にＲ４～Ｒ７を受信することができるのに対し、
図１１では、端末２００（LTE+端末）は、同一ＲＢにおいて、２サブフレーム毎にＲ４～
Ｒ７を受信することができる。つまり、端末２００（LTE+端末）は、配置方法１と比較し
て、より短いサブフレーム間隔で新たなＲ４～Ｒ７を受信することができる。これにより
、本配置方法では、配置方法１よりも短いサブフレーム間隔ですべてのＲＢにおけるチャ
ネル品質を更新することができる。このため、端末２００（LTE+端末）の移動速度が速い
場合でも、受信した時刻がより新しいサブフレームのセル固有ＲＳを用いて測定したチャ
ネル品質を使用することができるため、端末２００は、ＣＱＩ測定およびＰＭＩ推定の精
度を向上させることができる。
【００７９】
　なお、本配置方法では、図１１に示す配置パターンに替えて、図１２に示す配置パター
ンを用いてもよい。すなわち、同一サブフレームにおいて、LTE+端末のみで用いるセル固
有ＲＳ（Ｒ４～Ｒ７）を周波数領域で非連続な複数のＲＢに配置してもよい。
【００８０】
　具体的には、図１２に示すように、サブフレーム０では、Ｒ４～Ｒ７がＲＢ０、および
、ＲＢ０と周波数領域で非連続なＲＢ２に配置され、サブフレーム１では、Ｒ４～Ｒ７が
ＲＢ１、および、ＲＢ１と周波数領域で非連続なＲＢ３に配置される。サブフレーム２～
４についても同様である。
【００８１】
　このように、同一サブフレームにおいて、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳを周波数
領域で非連続な複数のＲＢに配置することで、基地局１００では、LTE端末宛てのデータ
信号を割り当てることができるＲＢ（図１２に示す４ＲＳ）も周波数領域で非連続となる
。よって、周波数選択性が緩慢である場合でも、基地局１００は、LTE端末に対して周波
数領域で分散したＲＢを割り当てることができる。これにより、基地局１００がLTE端末
を受信品質の悪いＲＢに連続して割り当てることを防ぐことができるため、周波数スケジ
ューリング効果を向上させることができる。
【００８２】
　なお、本配置方法では、配置方法１（図８）と比較してLTE端末を割り当てることがで
きるＲＢ数が減少する。しかし、LTE端末を配置できるＲＢはサブフレーム毎に変わるの
で、基地局１００は、連続する２サブフレームのいずれかのサブフレームではチャネル品
質の良いＲＢにLTE端末を割り当てることができる。つまり、LTE端末を配置できるＲＢ数
の減少による周波数スケジューリング効果の劣化は小さい。
【００８３】
　このように、本配置方法によれば、同一サブフレームにおいて、LTE+端末のみで用いる
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セル固有ＲＳを複数の一部のＲＢに配置する。これにより、配置方法１と同様の効果を得
ることができる。また、本配置方法によれば、移動速度が速いLTE+端末が存在する場合で
も、LTE+端末は、より新しいサブフレームで受信したＲＳ、つまり、現時点におけるチャ
ネル品質が反映されたＲＳを用いてＣＱＩ測定およびＰＭＩ推定を行うことができる。
【００８４】
　なお、本配置方法では、基地局１００は、セル内の伝搬路の状況（周波数選択性）に応
じて図１１に示す配置パターンと図１２に示す配置パターンとを切り替えてもよい。すな
わち、基地局１００の設定部１０５は、セル内の伝搬路の状態に応じて、Ｒ４～Ｒ７が配
置される、同一サブフレームの複数のＲＢの周波数間隔を切り替えてもよい。これにより
、基地局１００は、伝搬路の状況に適したスケジューリングが可能となるため、周波数ス
ケジューリング効果をさらに向上させることができる。
【００８５】
　＜配置方法３（図１３）＞
　本配置方法では、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳを、所定のサブフレーム間隔の一
部のＲＢに配置する。
【００８６】
　上述したように、端末の移動速度が低速である場合、基地局と端末との間のチャネル品
質の変動は緩慢になる。よって、端末の移動速度が低速である場合、長い時間間隔だけ前
のサブフレームで得たＲＳを用いて得られたチャネル品質を現時点のチャネル品質として
使用してもＣＱＩ測定およびＰＭＩ推定の精度は劣化しない。よって、端末の移動速度が
低速である場合には、配置方法１（図８）のように、サブフレーム毎にLTE+端末のみで用
いるセル固有ＲＳをＲＢに配置しなくてもよい。
【００８７】
　そこで、本配置方法では、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳ（Ｒ４～Ｒ７）を、所定
のサブフレーム間隔の一部のＲＢに配置する。
【００８８】
　以下の説明では、所定のサブフレーム間隔を２サブフレームとする。また、配置方法２
（図１２）と同様にして、同一サブフレームにおいて、LTE+端末のみで用いるセル固有Ｒ
Ｓ（Ｒ４～Ｒ７）を周波数領域で非連続な複数のＲＢに配置する。
【００８９】
　具体的には、図１３に示すように、サブフレーム０では、Ｒ４～Ｒ７がＲＢ０およびＲ
Ｂ２に配置され、サブフレーム０から２サブフレーム間隔のサブフレーム２では、Ｒ４～
Ｒ７がＲＢ１およびＲＢ３に配置され、サブフレーム２から２サブフレーム間隔のサブフ
レーム４では、Ｒ４～Ｒ７がＲＢ０およびＲＢ２に配置される。
【００９０】
　つまり、基地局１００の設定部１０５（図４）は、図１３に示すように、LTE+端末のみ
で用いるセル固有ＲＳ（Ｒ４～Ｒ７）を配置するＲＢとして、サブフレーム０ではＲＢ０
およびＲＢ２の２ＲＢを設定し、サブフレーム２ではＲＢ１およびＲＢ３の２ＲＢを設定
し、サブフレーム４ではＲＢ０およびＲＢ２の２ＲＢを設定する。一方、設定部１０５は
、サブフレーム１およびサブフレーム３ではＲ４～Ｒ７を配置するＲＢを設定しない。
【００９１】
　また、配置部１０６は、図７に示すようにしてサブフレーム０のＲＢ０内の対応する各
ＲＥおよびＲＢ２内の対応する各ＲＥにＲ４～Ｒ７をそれぞれ配置し、サブフレーム２の
ＲＢ１内の対応する各ＲＥおよびＲＢ３内の対応する各ＲＥにＲ４～Ｒ７をそれぞれ配置
し、サブフレーム４のＲＢ０内の対応する各ＲＥおよびＲＢ２内の対応する各ＲＥにＲ４
～Ｒ７をそれぞれ配置する。
【００９２】
　図１３に示すように、１フレーム内の２０個のＲＢのうち、６ＲＢのみにＲ４～Ｒ７が
配置される。すなわち、Ｒ４～Ｒ７が配置される一部のＲＢ（図１３に示す８ＲＳ）以外
の１４ＲＢ（図１３に示す４ＲＳ）では、LTE端末が受信可能なＲ０～Ｒ３のみが送信さ
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れる。よって、LTE端末は、配置方法１（図８）と同様にして、誤り率特性の劣化を防ぐ
ことができる。
【００９３】
　また、図１３では、端末２００（LTE+端末）は４サブフレームですべてのＲＢのセル固
有ＲＳ（Ｒ０～Ｒ７）を受信することができる。よって、配置方法１（図８）と同様、端
末２００（LTE+端末）は、４サブフレーム毎に、各ＲＢにおけるＣＱＩおよびＰＭＩを更
新することができる。
【００９４】
　このように、本配置方法によれば、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳを、所定のサブ
フレーム間隔の一部のＲＢに配置する。これにより、LTE+端末におけるＣＱＩ測定および
ＰＭＩ推定の精度を維持しつつ、１フレーム内のLTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳの数
を低減でき、LTE端末宛てのデータ信号を割り当てるＲＢの数を増加させることができる
。よって、本配置方法によれば、LTE端末とLTE+端末とが共存する場合でも、LTE端末に割
り当てるＲＢを最大限確保することができるため、配置方法１と同様、LTE端末のスルー
プットが劣化することを防ぐことができる。
【００９５】
　なお、本配置方法では、所定のサブフレーム間隔を２サブフレームとしたが、所定のサ
ブフレーム間隔は２サブフレームに限定されない。例えば、基地局１００は、所定のサブ
フレーム間隔をLTE+端末の移動速度に応じて設定してもよい。具体的には、基地局１００
は、LTE+端末の移動速度が低いほど、チャネル品質の変動が緩慢であるため、所定のサブ
フレーム間隔をより長くしてもよい。また、所定のサブフレームの間隔は端末毎にＲＲＣ
シグナリングで通知されてもよいし、セル毎に報知してもよい。
【００９６】
　以上、本実施の形態における配置方法１～３について説明した。
【００９７】
　このように、本実施の形態によれば、LTE端末とLTE+端末とが共存する場合でも、LTE端
末のスループットが劣化することを防ぐことができる。また、本実施の形態によれば、基
地局は、LTE+端末を割り当てるＲＢに対するスケジューリングの制約が無くなり、かつ、
LTE端末を割り当てるＲＢの数が多くなるため、より多くの周波数帯域に対して周波数ス
ケジューリングを行うことができる。
【００９８】
　なお、本実施の形態では、１フレームを構成するサブフレーム数を５サブフレームとし
、１サブフレームの複数のサブキャリアを４個のＲＢに分ける場合について説明した。し
かし、本発明では、１フレームを構成するサブフレーム数は５個に限定されず、１サブフ
レームの複数のサブキャリアを分けるＲＢ数は４個に限定されない。
【００９９】
　（実施の形態２）
　本実施の形態では、実施の形態１の配置方法１～３をセル環境に応じて切り替えて使用
する場合について説明する。
【０１００】
　上述したように、配置方法１の方が配置方法２よりもLTE+端末のみで用いるセル固有Ｒ
Ｓ（Ｒ４～Ｒ７）が配置されるＲＢ数を少なくすることができる。一方で、配置方法２の
方が配置方法１よりも短いサブフレーム間隔で基地局がすべてのＲＢにおけるセル固有Ｒ
Ｓ（Ｒ４～Ｒ７）を送信することができる。つまり、配置方法１の方が配置方法２よりも
LTE端末を割り当てる１フレーム内のＲＢ数をより多く確保できる一方で、配置方法２の
方が配置方法１よりもLTE+端末がすべての周波数領域でチャネル品質を更新することがで
きるサブフレームの間隔をより短くすることができる。
【０１０１】
　同様に、配置方法３の方が配置方法２よりもLTE端末を割り当てる１フレーム内のＲＢ
数をより多く確保できる一方で、配置方法２の方が配置方法３よりもLTE+端末がすべての
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周波数領域でチャネル品質を更新することができるサブフレームの間隔を短くすることが
できる。
【０１０２】
　つまり、配置方法１（配置方法３）および配置方法２では、LTE端末を割り当てること
ができる１フレーム内のＲＢ数と、LTE+端末がすべてのＲＢのチャネル品質を更新するこ
とができるサブフレームの間隔との間の関係がトレードオフの関係となる。
【０１０３】
　そこで、本実施の形態に係る設定部１０５（図４）は、実施の形態１の配置方法１（配
置方法３）および配置方法２をセル環境に応じて切り替えて、セル固有ＲＳ（Ｒ４～Ｒ７
）を配置するＲＢを設定する。
【０１０４】
　以下、本実施の形態の設定部１０５における切り替え方法１、２について説明する。
【０１０５】
　＜切り替え方法１＞
　本切り替え方法では、セル内のLTE端末の数に応じて配置方法を切り替える。
【０１０６】
　上述したように、基地局１００（図４）は、端末固有ＲＳであるＲ４～Ｒ７を配置する
ことで、セル固有ＲＳ（Ｒ４～Ｒ７）が配置されたＲＢ以外のＲＢでもLTE+端末を割り当
てることができる。これに対し、基地局１００は、セル固有ＲＳ（Ｒ４～Ｒ７）が配置さ
れたＲＢ以外のＲＢのみしかLTE端末を割り当てることができない。よって、基地局１０
０は、LTE端末の数が多いほど、LTE端末が割当可能なＲＢ、つまり、LTE+端末のみで用い
るセル固有ＲＳが配置されるＲＢ以外のＲＢをより多く確保する必要がある。換言すると
、基地局１００は、LTE端末の数が多いほど、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳが配置
されるＲＢをより少なくする必要がある。
【０１０７】
　一方、基地局１００は、LTE端末の数が少ないほど、LTE+端末のみで用いるセル固有Ｒ
Ｓが配置されるＲＢをより多く確保することができる。これにより、端末２００（図５）
は、より多くのＲＢでLTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳを受信することができるため、
LTE+端末の周波数スケジューリング効果が向上する。
【０１０８】
　そこで、設定部１０５は、LTE端末の数が多い場合、配置方法１（配置方法３）を用い
てＲ４～Ｒ７を配置するＲＢを設定し、LTE端末の数が少ない場合、配置方法２を用いて
Ｒ４～Ｒ７を配置するＲＢを設定する。具体的には、設定部１０５は、LTE端末の数と予
め設定された閾値とを比較して配置方法を切り替える。すなわち、設定部１０５は、LTE
端末の数が閾値以上の場合、配置方法１（配置方法３）に切り替え、LTE端末の数が閾値
未満の場合、配置方法２に切り替える。つまり、設定部１０５は、セル内のLTE端末の数
に応じて、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳの数を変化させる。
【０１０９】
　これにより、基地局１００は、LTE端末の数が多い場合には、配置方法１（配置方法３
）を用いることで、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳを一部のＲＢに配置しつつ、LTE
端末を割り当てることができるＲＢを最大限確保することができる。一方、基地局１００
は、LTE端末の数が少ない場合には、配置方法２を用いることで、LTE端末を割り当てるこ
とができるＲＢを確保しつつ、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳが配置されるＲＢを最
大限確保することができる。
【０１１０】
　このようにして、本切り替え方法によれば、基地局は、セル内のLTE端末が多い場合、L
TE端末を割り当てることができるＲＢを優先して得られる配置方法に切り替える。一方で
、基地局は、セル内のLTE端末が少ない場合、LTE+端末がすべての周波数帯域でセル固有
ＲＳを受信することができるサブフレームの間隔を短くすることで周波数スケジューリン
グ効果を優先して得られる配置方法に切り替える。これにより、セル内のLTE端末の数が



(17) JP 5576301 B2 2014.8.20

10

20

30

40

50

いずれの場合でも、LTE端末を割り当てるＲＢを確保しつつ、LTE+端末における周波数ス
ケジューリング効果を得ることができる。
【０１１１】
　＜切り替え方法２＞
　本切り替え方法では、セル内のLTE+端末の移動速度に応じて配置方法を切り替える。
【０１１２】
　上述したように、LTE+端末の移動速度が速いほどチャネル品質の変動が激しくなるため
、端末２００は、精度を劣化させずにＣＱＩ測定およびＰＭＩ推定を行うためには、より
短い時間間隔、つまり、より短いサブフレーム間隔で各ＲＢのチャネル品質を更新する必
要がある。
【０１１３】
　一方、LTE+端末の移動速度が遅いほどチャネル品質の変動が緩慢になるため、端末２０
０は、長い時間間隔、つまり、長いサブフレーム間隔で各ＲＢのチャネル品質を更新して
も精度を劣化させずにＣＱＩ測定およびＰＭＩ推定を行うことができる。
【０１１４】
　そこで、設定部１０５は、LTE+端末の移動速度が遅い場合、配置方法１（配置方法３）
を用いてＲ４～Ｒ７を配置するＲＢを設定し、LTE+端末の移動速度が速い場合、配置方法
２を用いてＲ４～Ｒ７を配置するＲＢを設定する。具体的には、設定部１０５は、LTE+端
末の移動速度と予め設定された閾値とを比較して配置方法を切り替える。すなわち、設定
部１０５は、移動速度が閾値以下のLTE+端末しか存在しない場合、配置方法１（配置方法
３）に切り替え、移動速度が閾値より大きいLTE+端末が存在する場合、配置方法２に切り
替える。つまり、設定部１０５は、LTE+端末の移動速度に応じて、LTE+端末のみで用いる
セル固有ＲＳが配置されるサブフレームの間隔を変化させる。
【０１１５】
　これにより、基地局１００は、LTE+端末の移動速度が遅い場合には、配置方法１（配置
方法３）を用いることで、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳを配置するＲＢを必要最小
限に抑えて、LTE端末を割り当てることができるＲＢを最大限確保することができる。一
方、基地局１００は、LTE+端末の移動速度が速い場合には、配置方法２を用いることで、
LTE端末を割り当てることができるＲＢを確保しつつ、LTE+端末のみで用いるセル固有Ｒ
Ｓが配置されるＲＢを最大限確保することができる。
【０１１６】
　このようにして、本切り替え方法によれば、基地局は、セル内のLTE+端末の移動速度が
遅い場合、LTE端末を割り当てることができるＲＢを優先して得られる配置方法に切り替
える。一方で、基地局は、セル内のLTE+端末の移動速度が速い場合、LTE+端末がすべての
周波数帯域でセル固有ＲＳを受信することができるサブフレームの間隔を短くすることで
周波数スケジューリング効果を優先して得られる配置方法に切り替える。これにより、セ
ル内のLTE+端末の移動速度がいずれの場合でも、切り替え方法１と同様、LTE端末を割り
当てるＲＢを確保しつつ、LTE+端末における周波数ダイバーシチ効果を得ることができる
。
【０１１７】
　以上、本実施の形態の設定部１０５における切り替え方法１、２について説明した。
【０１１８】
　このように、本実施の形態によれば、セル環境に応じてLTE+端末のみで用いるセル固有
ＲＳの配置方法を切り替える。このため、セル環境に応じて、LTE端末を割り当てること
ができるＲＢを最大限確保しつつ、LTE+端末における周波数スケジューリング効果を最大
限得ることができる。
【０１１９】
　なお、本実施の形態では、基地局１００（図４）は、配置方法１（配置方法３）の配置
パターンおよび配置方法２の配置パターンを切り替える際、配置パターンを切り替えたこ
とを示す情報を、ＢＣＨ信号を用いてすべての端末２００（LTE+端末）に報知してもよい
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。ただし、基地局１００と端末２００との間で、配置パターン１～３は共有されている。
これにより、基地局１００は、配置パターンを切り替える度に配置パターンを端末２００
に通知することなく、セル環境に応じて配置パターンを切り替えることができる。また、
基地局１００は、配置パターンを切り替えたことを示す情報を、ＲＲＣ（Radio Resource
 Control）シグナリングを用いてLTE+端末に個別に通知してもよい。
【０１２０】
　（実施の形態３）
　3GPP-LTEでは、ＲＢにLTE端末を割り当てる方法として、例えば以下の３つの方法が規
定されている。１つ目の割当方法（以下、type0割当という）は、システム帯域内の複数
のＲＢが複数のＲＢグループにグループ化されており、基地局が、LTE端末をＲＢグルー
プ単位で割り当てる方法である。ここで、ＲＢグループを構成するＲＢ数は、システム帯
域幅によって異なる。type0割当は、ＲＢ割当の自由度が高く、周波数スケジューリング
により大容量のデータを送信するのに適しており、高いスループットを得ることができる
。
【０１２１】
　２つ目の割当方法（以下、type1割当という）は、システム帯域内のＲＢグループの一
部を抽出し、抽出された一部のＲＢグループ内において、基地局がＲＢ単位で端末を割り
当てる方法である。type1割当では、端末に対して同時に割り当てられるＲＢの組み合わ
せが限定されるものの、ＲＢ単位で端末を割り当てるのでＲＢ割当の粒度が細かくなるた
め、送信データ量の少ない端末に対するＲＢ割当に適している。
【０１２２】
　３つ目の割当方法（以下、type2割当という）は、基地局が周波数領域で連続するＲＢ
に端末を割り当てる方法である。type2割当では、基地局は、端末が割り当てられたＲＢ
の開始点および終了点のみを端末へ通知すればよいため、ＲＢの割当結果を通知するため
の情報量が少なくなる。また、type2割当では、type1割当と同様、端末に対して同時に割
り当てられるＲＢの組み合わせが限定されるが、ＲＢ単位で端末を割り当てるのでＲＢ割
当の粒度が細かくなるため、送信データ量の少ない端末に対するＲＢ割当に適している。
【０１２３】
　ここで、基地局は、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳ（Ｒ４～Ｒ７）が配置されるＲ
Ｂには、LTE端末を割り当てることができない。そのため、ＲＢグループ単位でのＲＢ割
当を行うtype０割当では、ＲＢグループを構成する複数のＲＢのいずれかにLTE+端末のみ
で用いるセル固有ＲＳが配置されるＲＢが含まれる場合、基地局は、そのＲＢグループに
LTE端末を割り当てることができない。つまり、type0割当では、LTE端末に割り当て可能
なＲＢグループが制限され、LTE端末を割り当てるＲＢに対するスケジューリングの制約
が大きくなってしまうことがあり得る。
【０１２４】
　例えば、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳがサブフレーム毎に１ＲＢずつ周波数領域
でシフトさせたＲＢに配置される場合のＲＳの配置例を図１４に示す。図１４では、１サ
ブフレームにおいて、複数のサブキャリアをＲＢ０～ＲＢ７の８個のＲＢに均等に分割す
る場合を一例に挙げて説明する。また、１つのＲＢグループは２つのＲＢで構成される（
すなわち、ＲＢグループサイズ：２ＲＢ）。例えば、図１４に示すように、ＲＢ０および
ＲＢ１が１つのＲＢグループを構成し、ＲＢ２およびＲＢ３が１つのＲＢグループを構成
し、ＲＢ４およびＲＢ５が１つのＲＢグループを構成し、ＲＢ６およびＲＢ７が１つのＲ
Ｂグループを構成する。また、実施の形態１と同様、図１４に示すように、Ｒ０～Ｒ３の
４個のＲＳが配置されるＲＢ（図６）を４ＲＳと示し、Ｒ０～Ｒ７の８個のＲＳが配置さ
れるＲＢ（図７）を８ＲＳと示す。
【０１２５】
　ここで、図１４に示すサブフレーム０では、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳ（Ｒ４
～Ｒ７）は、ＲＢ０およびＲＢ６の２つのＲＢに配置される。そのため、基地局は、ＲＢ
０を含むＲＢグループ（図１４に示すＲＢ０およびＲＢ１で構成されるＲＢグループ）、
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および、ＲＢ６を含むＲＢグループ（図１４に示すＲＢ６およびＲＢ７で構成されるＲＢ
グループ）にLTE端末を割り当てることができない。よって、図１４に示すサブフレーム
０のＲＢ０～ＲＢ７の８つのＲＢのうち、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳが配置され
るＲＢが２つ（ＲＢ０およびＲＢ６）であるのに対し、LTE端末を割り当てることができ
ないＲＢは４つ（ＲＢ０、ＲＢ１、ＲＢ６およびＲＢ７）となる。
【０１２６】
　このように、type0割当では、LTE端末およびLTE+端末の双方で用いるセル固有ＲＳが配
置されるＲＢであるにも関わらず、LTE端末を割り当てられないＲＢが存在する場合があ
る。type0割当は、周波数スケジューリングによって大容量のデータを送信するのに適し
たＲＢ割当方法であるため、LTE端末を割り当てるＲＢに対するスケジューリングの制約
は、LTE端末のスループットの劣化に大きな影響を及ぼす。特に、ＲＢグループサイズが
大きい場合にはLTE端末のスループットの劣化はより大きくなる。
【０１２７】
　そこで、本実施の形態では、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳを、１フレーム内の同
一サブフレームにおいて一部のＲＢグループを構成する複数のＲＢに配置する。
【０１２８】
　以下、本実施の形態におけるセル固有ＲＳの配置方法について説明する。
【０１２９】
　以下の説明では、図１５に示すように、図１４と同様、１ＲＢグループが２つのＲＢで
構成される（ＲＢグループサイズ：２）。
【０１３０】
　本実施の形態では、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳ（Ｒ４～Ｒ７）を、1フレーム
内の同一サブフレームにおいて一部のＲＢグループを構成する複数のＲＢに配置する。具
体的には、図１５に示すように、サブフレーム０では、Ｒ４～Ｒ７が、１つのＲＢグルー
プを構成するＲＢ０およびＲＢ１に配置され、サブフレーム１では、Ｒ４～Ｒ７が、１つ
のＲＢグループを構成するＲＢ２およびＲＢ３に配置され、サブフレーム２では、Ｒ４～
Ｒ７が、１つのＲＢグループを構成するＲＢ４およびＲＢ５に配置され、サブフレーム３
では、Ｒ４～Ｒ７が、１つのＲＢグループを構成するＲＢ６およびＲＢ７に配置される。
【０１３１】
　つまり、基地局１００の設定部１０５（図４）は、図１５に示すように、LTE+端末のみ
で用いるセル固有ＲＳ（Ｒ４～Ｒ７）を配置するＲＢグループとして、サブフレーム０で
はＲＢ０およびＲＢ１で構成されるＲＢグループを設定し、サブフレーム１ではＲＢ２お
よびＲＢ３を構成するＲＢグループを設定する。サブフレーム２およびサブフレーム３に
ついても同様である。すなわち、設定部１０５は、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳが
配置されるＲＢを、ＲＢグループ単位で設定する。
【０１３２】
　そして、基地局１００の配置部１０６（図４）は、設定部１０５で設定されたＲＢグル
ープを構成する複数のＲＢにＲ４～Ｒ７を配置する。つまり、配置部１０６は、図７に示
すようにしてサブフレーム０のＲＢ０（およびＲＢ１）内の対応する各ＲＥにＲ４～Ｒ７
をそれぞれ配置し、サブフレーム１のＲＢ２（およびＲＢ３）内の対応する各ＲＥにＲ４
～Ｒ７をそれぞれ配置する。サブフレーム２およびサブフレーム３についても同様である
。
【０１３３】
　図１５に示すように、各サブフレームにおいて、type0割当によりLTE端末を割り当てる
ことができないＲＢグループ（つまり、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳが配置される
ＲＢを含むＲＢグループ）の数は１つとなる。すなわち、各サブフレームにおいて、LTE+
端末のみで用いるセル固有ＲＳが配置されるＲＢ数が２つであるのに対し、type0割当に
よりLTE端末を割り当てることができないＲＢ数も２つとなる。
【０１３４】
　このように、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳがＲＢグループ単位で配置されること
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により、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳが配置されるＲＢ数と、type0割当によりLTE
端末を割り当てることができないＲＢ数とが同一となる。つまり、基地局１００では、LT
E端末を割り当てることができないＲＢ数を最小限にすることができる。これにより、LTE
端末を割り当てるＲＢに対するスケジューリングの制約を最小限に抑えることができ、LT
E端末のスループットが劣化することを防ぐことができる。
【０１３５】
　このようにして、本実施の形態によれば、端末をＲＢグループ単位で割り当てる場合で
も、実施の形態１と同様、LTE端末のスループットが劣化することを防ぐことができる。
特に、ＲＢグループ単位でのＲＢ割当を行うtype0割当は、高速伝送を行うLTE端末のスル
ープットを最も向上することができるＲＢ割当方法である。そのため、本実施の形態によ
れば、LTE端末を割り当てるＲＢに対するスケジューリングの制約が緩和されるため、高
速伝送を行うLTE端末を収容するセルでは、LTE端末が割り当てられるＲＢ数が減少するこ
とを防ぐことができる。
【０１３６】
　なお、本実施の形態では、基地局が端末をＲＢグループ単位で割り当てる場合について
説明した。しかし、本発明では、基地局は、端末をＲＢグループの整数倍の単位で割り当
てる場合でも本実施の形態と同様の効果を得ることができる。
【０１３７】
　また、本実施の形態では、１フレームを構成するサブフレーム数を４サブフレームとし
、１サブフレームの複数のサブキャリアを８個のＲＢに分ける場合について説明した。し
かし、本発明では、１フレームを構成するサブフレーム数は４個に限定されず、１サブフ
レームの複数のサブキャリアを分けるＲＢ数は８個に限定されない。
【０１３８】
　（実施の形態４）
　実施の形態３で説明したＲＢ割当（type0割当、type1割当およびtype2割当）以外の他
のＲＢ割当方法として、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ＲＢ割当（周波数ホッピング）がある
。Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ＲＢ割当では、基地局は、１つの端末を、複数の異なるＲＢ
に分散して割り当てる。なお、以下の説明では、１つの端末が互いに異なる２つのＲＢに
分散して割り当てられる場合について説明する。つまり、例えば、１サブフレーム内にお
いて各ＲＢが時間領域の前半部分と後半部分とに時間分割され、基地局は、１つの端末を
、異なる２つのＲＢのうち一方のＲＢの前半部分および他方のＲＢの後半部分に分散して
割り当てる。また、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ＲＢ割当において、異なる２つのＲＢの周
波数間隔（ＲＢ間隔、ホッピング間隔またはＧａｐ）は、システム帯域幅に基づいて予め
決定される。品質の良いＲＢをサブフレーム毎に割り当てる周波数スケジューリングと比
較して、周波数ダイバーシチ効果を得ることができるＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ＲＢ割当
は、例えば、一度割り当てたＲＢを継続して使い続ける音声パケット伝送向けのＳｅｍｉ
－ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔスケジューリング（Semi-Persistent Scheduling：ＳＰＳ）に適
している。
【０１３９】
　ここで、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ＲＢ割当では、基地局が１つのLTE端末を割り当て
る場合には、LTE端末を割り当てる２つのＲＢは、双方ともLTE端末に割当可能なＲＢ、つ
まり、LTE端末およびLTE+端末の双方で用いられるセル固有ＲＳが配置されるＲＢである
必要がある。つまり、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ＲＢ割当では、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ
　ＲＢ割当で予め決定されたＲＢ間隔だけ離れている２つのＲＢのいずれかにLTE+端末の
みで用いるセル固有ＲＳが配置されるＲＢが含まれる場合、基地局は、その２つのＲＢに
LTE端末を割り当てることができない。つまり、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ＲＢ割当では
、LTE端末に割り当て可能なＲＢが制限され、LTE端末を割り当てるＲＢに対するスケジュ
ーリングの制約が大きくなってしまうことがあり得る。
【０１４０】
　例えば、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳがサブフレーム毎に１ＲＢずつ周波数領域
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でシフトさせたＲＢに配置される場合のＲＳの配置例を図１６に示す。図１６では、シス
テム帯域幅を１６ＲＢ（ＲＢ０～ＲＢ１５）とし、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ＲＢ割当に
おける２つのＲＢのＲＢ間隔（ホッピング間隔）を８ＲＢとする。また、実施の形態１と
同様、図１６に示すように、Ｒ０～Ｒ３の４個のＲＳが配置されるＲＢ（図６）を４ＲＳ
と示し、Ｒ０～Ｒ７の８個のＲＳが配置されるＲＢ（図７）を８ＲＳと示す。また、例え
ば、図１６に示すサブフレーム２では、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳ（Ｒ４～Ｒ７
）は、ＲＢ２、ＲＢ８およびＲＢ１４の３つのＲＢに配置される。
【０１４１】
　ここで、図１６に示すサブフレーム２において、ＲＢ１０を用いて端末に対するＤｉｓ
ｔｒｉｂｕｔｅｄ　ＲＢ割当を行う場合を想定する。このとき、端末には、ＲＢ１０の前
半部分または後半部分、および、ＲＢ１０からホッピング間隔８ＲＢだけ離れたＲＢ２の
後半部分または前半部分が割り当てられる。しかし、ＲＢ２は、LTE+端末のみで用いるセ
ル固有ＲＳが配置されるＲＢであるため、基地局は、ＲＢ２およびＲＢ１０にLTE端末を
割り当てることができない。同様にして、基地局は、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳ
が配置されるＲＢ８およびＲＢ１４に加え、ＲＢ８から８ＲＢだけ離れたＲＢ０、および
、ＲＢ１４から８ＲＢだけ離れたＲＢ６にもLTE端末を割り当てることができない。よっ
て、図１６に示すサブフレーム２のＲＢ０～ＲＢ１５の１６個のＲＢのうち、LTE+端末の
みで用いるセル固有ＲＳが配置されるＲＢが３つ（ＲＢ２、ＲＢ８およびＲＢ１４）であ
るのに対し、LTE端末を割り当てることができないＲＢは６つ（図１６に示す破線で囲ん
だＲＢ）となる。
【０１４２】
　このように、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ＲＢ割当では、LTE端末およびLTE+端末の双方
で用いるセル固有ＲＳが配置されるＲＢであるにも関わらず、LTE端末を割り当てること
ができないＲＢが存在する場合がある。つまり、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ＲＢ割当では
、LTE端末を割り当てるＲＢに対するスケジューリングの制約が大きくなり、LTE端末のス
ループットまたは音声端末収容数が劣化してしまうことがある。
【０１４３】
　そこで、本実施の形態では、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳを、Ｄｉｓｔｒｉｂｕ
ｔｅｄ　ＲＢ割当におけるＲＢ間隔（ホッピング間隔）だけ離れた複数のＲＢに配置する
。
【０１４４】
　以下、本実施の形態におけるセル固有ＲＳの配置方法について説明する。
【０１４５】
　以下の説明では、図１７に示すように、図１６と同様、システム帯域幅を１６ＲＢ（Ｒ
Ｂ０～ＲＢ１５）とする場合を一例に挙げて説明する。また、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　
ＲＢ割当におけるＲＢ間隔を８ＲＢとする。
【０１４６】
　本実施の形態では、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳ（Ｒ４～Ｒ７）を、Ｄｉｓｔｒ
ｉｂｕｔｅｄ　ＲＢ割当におけるＲＢ間隔（８ＲＢ）だけ離れた２つのＲＢに配置する。
具体的には、図１７に示すように、サブフレーム０では、Ｒ４～Ｒ７が、ＲＢ０、および
、ＲＢ０から８ＲＢだけ離れたＲＢ８に配置される。同様に、図１７に示すように、サブ
フレーム１では、Ｒ４～Ｒ７が、ＲＢ１、および、ＲＢ１から８ＲＢだけ離れたＲＢ９に
配置され、サブフレーム２では、Ｒ４～Ｒ７が、ＲＢ２、および、ＲＢ２から８ＲＢだけ
離れたＲＢ１０に配置され、サブフレーム３では、Ｒ４～Ｒ７が、ＲＢ３、および、ＲＢ
３から８ＲＢだけ離れたＲＢ１１に配置される。
【０１４７】
　つまり、基地局１００の設定部１０５（図４）は、図１７に示すように、LTE+端末のみ
で用いるセル固有ＲＳ（Ｒ４～Ｒ７）を配置するＲＢとして、サブフレーム０ではＲＢ０
およびＲＢ８を設定し、サブフレーム１ではＲＢ１およびＲＢ９を設定する。サブフレー
ム２およびサブフレーム３についても同様である。すなわち、設定部１０５は、各サブフ
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レームにおいて、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳを配置する２つのＲＢを、Ｄｉｓｔ
ｒｉｂｕｔｅｄ　ＲＢ割当におけるＲＢ間隔（ホッピング間隔）と同一のＲＢだけ離れた
ＲＢに設定する。
【０１４８】
　そして、基地局１００の配置部１０６（図４）は、図７に示すようにしてサブフレーム
０のＲＢ０（およびＲＢ８）内の対応する各ＲＥにＲ４～Ｒ７をそれぞれ配置し、サブフ
レーム１のＲＢ１（およびＲＢ９）内の対応する各ＲＥにＲ４～Ｒ７をそれぞれ配置する
。サブフレーム２およびサブフレーム３についても同様である。
【０１４９】
　図１７に示すように、各サブフレームにおいて、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ＲＢ割当に
よりLTE端末を割り当てることができないＲＢ（つまり、LTE+端末のみで用いるセル固有
ＲＳが配置されるＲＢ、または、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳが配置されるＲＢと
の周波数間隔が８ＲＢであるＲＢ）の数は２つとなる。すなわち、各サブフレームにおい
て、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳが配置されるＲＢ数が２つであるのに対し、Ｄｉ
ｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ＲＢ割当によりLTE端末を割り当てることができないＲＢの数も２
つとなる。
【０１５０】
　このように、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳがＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ＲＢ割当
におけるＲＢ間隔だけ離れた複数のＲＢに配置される。これにより、LTE+端末のみで用い
るセル固有ＲＳが配置されるＲＢ数と、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ＲＢ割当によりLTE端
末を割り当てることができないＲＢ数とが同一となる。つまり、基地局１００では、LTE
端末を割り当てることができないＲＢ数を最小限にすることができる。これにより、LTE
端末を割り当てるＲＢに対するスケジューリングの制約を最小限に抑えることができ、LT
E端末のスループットが劣化することを防ぐことができる。
【０１５１】
　このようにして、本実施の形態によれば、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ＲＢ割当により端
末をＲＢに割り当てる場合でも、実施の形態１と同様、LTE端末のスループットが劣化す
ることを防ぐことができる。特に、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ＲＢ割当は、主に音声パケ
ット送信時に用いられる。そのため、本実施の形態によれば、LTE端末を割り当てるＲＢ
に対するスケジューリングの制約が緩和されるため、音声通話を行うLTE端末を収容する
セルでは、LTE端末が割り当てられる数、すなわち、音声端末収容数が減少することを防
ぐことができる。
【０１５２】
　なお、本実施の形態では、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳが、各サブフレームにお
いて、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ＲＢ割当におけるＲＢ間隔だけ離れた複数のＲＢに配置
される場合について説明した。しかし、本発明では、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳ
は、各サブフレームにおいて、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ＲＢ割当におけるＲＢ間隔の１
／Ｎ（ただし、Ｎは正の整数）だけ離れた複数のＲＢに配置されてもよい。
【０１５３】
　また、3GPP-LTEでは、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ＲＢ割当におけるＲＢ間隔（ホッピン
グ間隔）は、ＲＢグループを構成するＲＢ数の整数倍となる。よって、基地局１００が、
端末に対して、ＲＢグループ単位でＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ＲＢ割当を行う場合には、
LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳは、各サブフレームにおいて、ＲＢグループ単位で配
置され、かつ、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ＲＢ割当におけるＲＢ間隔（ホッピング間隔）
だけ離れたＲＢグループに配置されればよい。
【０１５４】
　すなわち、基地局１００は、１フレーム内の同一サブフレームにおいて、LTE+端末のみ
で用いるセル固有ＲＳを、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ＲＢ割当におけるＲＢ間隔（ホッピ
ング間隔）だけ離れた複数のＲＢグループをそれぞれ構成するリソースブロックに配置す
ればよい。
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【０１５５】
　ここで、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳが、実施の形態３と同様にして、サブフレ
ーム毎に１ＲＢグループずつ周波数領域でシフトさせたＲＢにＲＢグループ単位で配置さ
れる場合のＲＳの配置例を図１８に示す。なお、１つのＲＢグループは、２つのＲＢで構
成される（つまり、ＲＢグループサイズ：２ＲＢ）。また、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｒ
Ｂ割当におけるＲＢ間隔（ホッピング間隔）を８ＲＢとする。すなわち、Ｄｉｓｔｒｉｂ
ｕｔｅｄ　ＲＢ割当におけるＲＢ間隔（８ＲＢ）は、ＲＢグループサイズ（２ＲＢ）の４
倍（整数倍）となる。
【０１５６】
　よって、図１８に示すように、サブフレーム０では、Ｒ４～Ｒ７が、１つのＲＢグルー
プを構成するＲＢ０およびＲＢ１、および、そのＲＢグループ（ＲＢ０およびＲＢ１）か
ら８ＲＢだけ離れたＲＢグループを構成するＲＢ８およびＲＢ９にそれぞれ配置される。
同様に、図１８に示すように、サブフレーム１では、Ｒ４～Ｒ７が、１つのＲＢグループ
を構成するＲＢ２およびＲＢ３、および、そのＲＢグループ（ＲＢ２およびＲＢ３）から
８ＲＢだけ離れたＲＢグループを構成するＲＢ１０およびＲＢ１１にそれぞれ配置される
。サブフレーム２およびサブフレーム３についても同様である。
【０１５７】
　これにより、実施の形態３と同様、端末をＲＢグループ単位で割り当てることによる、
LTE端末を割り当てるＲＢに対するスケジューリングの制約を最小限にすることができる
。また、本実施の形態と同様、ＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄＲＢ割当により端末をＲＢに割り
当てることによる、LTE端末を割り当てるＲＢに対するスケジューリングの制約を最小限
にすることができる。つまり、本発明の実施の形態３および本実施の形態の組み合わせは
、LTE-advancedのシステムに好適である。
【０１５８】
　さらに、図１８に示すようなＲＳの配置パターンを用いることにより、ＲＢグループ単
位のＲＢ割当（type0割当）を用いて高速伝送を行うLTE端末を収容するセルと、Ｄｉｓｔ
ｒｉｂｕｔｅｄ　ＲＢ割当を用いて音声通話を行うLTE端末を収容するセルとで共通のフ
ォーマットを用いてセル固有ＲＳを送信することができる。このため、システムの簡素化
を実現することができる。
【０１５９】
　なお、本実施の形態では、１フレームを構成するサブフレーム数を４サブフレームとし
、１サブフレームの複数のサブキャリアを１６個のＲＢに分ける場合について説明した。
しかし、本発明では、１フレームを構成するサブフレーム数は４個に限定されず、１サブ
フレームの複数のサブキャリアを分けるＲＢ数は１６個に限定されない。
【０１６０】
　（実施の形態５）
　移動体通信では、下り回線で基地局から端末へ伝送されるパケット（下り回線データ）
に対してＨＡＲＱ（Hybrid Automatic Repeat reQuest）が適用され、パケット（下り回
線データ）の誤り検出結果を示す応答信号が上り回線で基地局へフィードバックされる。
端末はパケット（下り回線データ）に誤りが無ければＡＣＫ（Acknowledgment）信号を、
誤りが有ればＮＡＣＫ（Negative Acknowledgment）信号を応答信号として基地局へフィ
ードバックする。そして、基地局は、端末からＮＡＣＫ信号がフィードバックされると、
パケット（下り回線データ）の再送、つまり、ＨＡＲＱ再送を行う。
【０１６１】
　また、端末からＮＡＣＫ信号がフィードバックされた場合、基地局がＮＡＣＫ信号の受
信後、予め設定された所定時間経過後に、初回送信時と同一のＲＢを用いてパケット（再
送パケット）を再送するsynchronous/non-adaptive再送がある。synchronous/non-adapti
ve再送では、パケットの再送を通知するためのシグナリングが不要となるため、再送パケ
ットに対する制御信号のオーバーヘッドを抑えることができる。
【０１６２】
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　しかしながら、LTE端末とLTE+端末とが共存する場合には、LTE端末への初回送信時のパ
ケットに対して、LTE端末およびLTE+端末の双方で用いるセル固有ＲＳが配置されたＲＢ
が割り当てられたにも関わらず、初回送信時から所定時間経過後の再送時には、LTE+端末
のみで用いるセル固有ＲＳが配置されたＲＢが割り当てられる可能性がある。この場合、
基地局は、LTE端末に対して再送パケットを再送できなくなる。
【０１６３】
　そこで、本実施の形態では、各ＲＢ（またはＲＢグループ）において、LTE+端末のみで
用いるセル固有ＲＳを、ＨＡＲＱにおける再送間隔（すなわち、予め設定された所定時間
）と同一の時間間隔（すなわち、サブフレーム間隔）で配置する。
【０１６４】
　以下、本実施の形態におけるセル固有ＲＳの配置方法について説明する。以下の説明で
は、基地局１００の設定部１０５で設定されるセル固有ＲＳの配置パターンが実施の形態
１と異なる。また、ＨＡＲＱ（synchronous/non-adaptive再送）における再送間隔を４サ
ブフレームとする。また、図１９に示すように、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳ（Ｒ
４～Ｒ７）が、同一サブフレームの４つのＲＢ（または、２つのＲＢグループ）に配置さ
れる。
【０１６５】
　よって、図１９に示すように、ＲＢ０、ＲＢ１、ＲＢ８およびＲＢ９では、Ｒ４～Ｒ７
が、サブフレーム０、および、サブフレーム０から４サブフレーム（ＨＡＲＱにおける再
送間隔）経過後のサブフレーム４に配置される。同様に、図１９に示すように、ＲＢ２、
ＲＢ３、ＲＢ１０およびＲＢ１１では、Ｒ４～Ｒ７が、サブフレーム１、および、サブフ
レーム１から４サブフレーム（ＨＡＲＱ再送における再送間隔）経過後のサブフレーム５
に配置される。ＲＢ４～ＲＢ７およびＲＢ１２～ＲＢ１５についても同様である。
【０１６６】
　図１９に示すように、各ＲＢでは、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳ（Ｒ４～Ｒ７）
は、ＨＡＲＱにおける再送間隔（すなわち、再送周期）と同一の時間間隔で配置されてい
る。換言すると、各ＲＢにおいて、LTE端末およびLTE+端末の双方で用いるセル固有ＲＳ
が配置されるサブフレームから、ＨＡＲＱにおける再送間隔だけ経過後のサブフレームに
は、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳが配置されることはない。つまり、各ＲＢにおい
て、LTE端末およびLTE+端末の双方で用いるセル固有ＲＳが配置されるサブフレームから
、ＨＡＲＱにおける再送間隔だけ経過後のサブフレームには、LTE端末およびLTE+端末の
双方で用いるセル固有ＲＳが確実に配置される。
【０１６７】
　よって、例えば、基地局１００は、図１９に示すサブフレーム０のＲＢ２およびＲＢ３
を用いてLTE端末へパケットを初回送信する場合を想定する。この場合、LTE端末からＮＡ
ＣＫ信号がフィードバックされた場合でも、基地局１００は、初回送信時のサブフレーム
から４サブフレーム（ＨＡＲＱにおける再送間隔）経過後のサブフレーム４において、LT
E端末へ再送パケットを確実に再送することができる。
【０１６８】
　このようにして、本実施の形態によれば、各ＲＢにおいて、LTE+端末のみで用いるセル
固有ＲＳを、ＨＡＲＱにおける再送間隔（再送周期）と同一の時間間隔で配置する。これ
により、セル固有ＲＳの配置がLTE端末のsynchronous/non-adaptive再送を妨げることが
ないため、LTE端末のスループットが劣化することを防ぐことができる。
【０１６９】
　なお、ＨＡＲＱにおける再送間隔はＨＡＲＱプロセス数と同じである。つまり、例えば
、ＨＡＲＱの再送間隔が８サブフレームの場合には、端末当たり８個のＨＡＲＱプロセス
が存在する。従って、本発明では、各ＲＢにおいて、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳ
が配置される時間間隔（すなわち、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳの送信周期）をＨ
ＡＲＱプロセス数に対応する時間間隔としてもよい。
【０１７０】
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　また、本実施の形態では、パケットが１回目の再送時についてのみ説明した。しかし、
本発明では、２回目以上の再送回数の場合でも同様に、各再送タイミングにおいて再送に
用いるＲＢと、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳが送信されるＲＢとが重なることがな
くなる。
【０１７１】
　また、本実施の形態では、各ＲＢにおいて、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳを、Ｈ
ＡＲＱの再送間隔（送信周期）と同一の時間間隔で配置する場合について説明した。しか
し、本発明では、各ＲＢでLTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳを配置する時間間隔は、Ｈ
ＡＲＱの再送間隔（送信周期）の整数倍でもよく、ＨＡＲＱの再送間隔（送信周期）の１
／Ｎ（Ｎは正の整数）でもよい。なお、各ＲＢでLTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳを配
置する時間間隔がＨＡＲＱの再送間隔の整数倍のときは、再送に用いるＲＢと、LTE+端末
のみで用いるセル固有ＲＳを送信するＲＢとが重なる場合が生じる。しかし、再送に用い
るＲＢと、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳを送信するＲＢとが重なる確率は低減でき
る。
【０１７２】
　また、本実施の形態では、１フレームを構成するサブフレーム数を８サブフレームとし
、１サブフレームの複数のサブキャリアを１６個のＲＢに分ける場合について説明した。
しかし、本発明では、１フレームを構成するサブフレーム数は８個に限定されず、１サブ
フレームの複数のサブキャリアを分けるＲＢ数は１６個に限定されない。
【０１７３】
　（実施の形態６）
　3GPP-LTEでは、LTE+端末は、ＣＱＩを基地局へフィードバックする際、所定の周期（以
下、ＣＱＩ報告周期）で、複数のＲＢを束ねたサブバンド単位でＣＱＩを報告する。例え
ば、システム帯域内に４つのサブバンドが存在する場合、LTE+端末は、それぞれのサブバ
ンドのチャネル品質を示す４つのＣＱＩ、および、システム帯域全体の平均チャネル品質
を示す平均ＣＱＩをＣＱＩ報告周期で基地局に報告する。
【０１７４】
　また、各LTE+端末は、各サブバンドを構成するＲＢ毎に、LTE+端末のみで用いるセル固
有ＲＳ（Ｒ４～Ｒ７）を用いてチャネル品質を測定し、サブバンドのＣＱＩを生成する。
つまり、LTE+端末が各サブバンドのＣＱＩを生成するには、各サブバンドを構成するすべ
てのＲＢでチャネル品質が測定される必要がある。
【０１７５】
　そこで、本実施の形態では、各ＲＢにおいて、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳを、
ＣＱＩ報告周期と同一の時間間隔で配置する。また、本実施の形態では、各サブフレーム
では、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳを、サブバンド単位で配置する。
【０１７６】
　以下、本実施の形態におけるセル固有ＲＳの配置方法について説明する。以下の説明で
は、基地局１００の設定部１０５で設定されるセル固有ＲＳの配置パターンが実施の形態
１と異なる。また、図２０に示すように、システム帯域を１６ＲＢ（ＲＢ０～ＲＢ１５）
とし、１つのサブバンドは４つのＲＢで構成される（つまり、サブバンドサイズ：４ＲＢ
）。具体的には、図２０に示すように、サブバンド０はＲＢ０～ＲＢ３で構成され、サブ
バンド１はＲＢ４～ＲＢ７で構成され、サブバンド２はＲＢ８～ＲＢ１１で構成され、サ
ブバンド３はＲＢ１２～ＲＢ１５で構成される。また、ＣＱＩ報告周期を４サブフレーム
とする。
【０１７７】
　よって、図２０に示すように、サブバンド０を構成するＲＢ０～ＲＢ３では、Ｒ４～Ｒ
７が、サブフレーム０、および、サブフレーム０から４サブフレーム（ＣＱＩ報告周期）
経過後のサブフレーム４に配置される。同様に、図２０に示すように、サブバンド１を構
成するＲＢ４～ＲＢ７では、Ｒ４～Ｒ７が、サブフレーム１、および、サブフレーム１か
ら４サブフレーム（ＣＱＩ報告周期）経過後のサブフレーム５に配置される。サブバンド
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２を構成するＲＢ８～ＲＢ１１およびサブバンド３を構成するＲＢ１２～ＲＢ１５につい
ても同様である。
【０１７８】
　図２０に示すように、各サブフレームにおいて、Ｒ４～Ｒ７は、基地局１００からLTE+
端末へサブバンド単位で送信される。これにより、LTE+端末は、１つのサブバンドを構成
するすべてのＲＢのチャネル品質を１サブフレームで測定することができる。また、図２
０に示すように、各サブバンドにおいて、Ｒ４～Ｒ７は、ＣＱＩ報告周期である４サブフ
レーム間隔で基地局１００からLTE+端末へ送信される。つまり、各ＲＢにおけるLTE+端末
のみで用いるセル固有ＲＳの送信周期は、ＣＱＩ報告周期と同一となる。よって、LTE+端
末は、ＣＱＩ報告周期である４サブフレームに渡って、すべてのサブバンド０～３におけ
るすべてのＲＢのチャネル品質を測定することができる。
【０１７９】
　すなわち、LTE+端末は、１回のＣＱＩ報告周期（４サブフレーム間隔）で、４つのサブ
バンド０～３毎のＣＱＩおよびシステム帯域全体（図２０に示すＲＢ０～ＲＢ１５）の平
均ＣＱＩを生成することができる。これにより、LTE+端末は、１回のＣＱＩ報告周期でシ
ステム帯域全体のすべてのＣＱＩを報告することができるため、ＣＱＩ報告の遅延を最小
限に抑えることができる。
【０１８０】
　また、１回のＣＱＩ報告周期でシステム帯域全体のすべてのＣＱＩを報告する場合、複
数のＣＱＩ報告周期でシステム帯域全体のすべてのＣＱＩを報告する場合よりもＣＱＩの
データサイズはより大きくなる。ここで、符号化データサイズがより大きいほど、符号化
ゲインはより大きくなる。よって、LTE+端末が１回のＣＱＩ報告周期でシステム帯域全体
のすべてのＣＱＩを報告することにより、符号化ゲインがより大きくなるため、ＣＱＩの
符号化効率が良くなる。
【０１８１】
　このようにして、本実施の形態によれば、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳを、各Ｒ
ＢではＣＱＩ報告周期と同一の時間間隔で配置し、かつ、各サブフレームではサブバンド
単位で配置する。これにより、実施の形態１と同様の効果を得ることができ、かつ、ＣＱ
Ｉ報告の遅延を最小限に抑えることができる。
【０１８２】
　なお、本発明では、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳは、各サブフレームではサブバ
ンド単位で配置され、かつ、各サブバンドではＣＱＩ報告周期と同一の時間間隔で配置さ
れていればよい。例えば、図２０の代わりに、図２１に示すように、周波数領域で隣接す
るサブバンドにおいて、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳ（Ｒ４～Ｒ７）を、時間領域
および周波数領域で非連続なＲＢおよびサブフレームに配置してもよい。
【０１８３】
　また、本実施の形態において、複数のＣＱＩ報告周期が定義され、そのうち１つを端末
毎に選択する場合には、基地局は、複数のＣＱＩ報告周期のうち１つのＣＱＩ報告周期、
例えば、最も典型的なＣＱＩ報告周期と同一の送信周期（時間間隔）で、LTE+端末のみで
用いるセル固有ＲＳを送信すればよい。
【０１８４】
　また、本実施の形態では、ＣＱＩ報告周期は、報告対象のサブバンドのすべてのＣＱＩ
が報告される周期であればよく、例えば、LTE+端末は、ＣＱＩ報告周期内で、各サブバン
ドのＣＱＩを時間領域で連続して順番に報告してもよい。
【０１８５】
　また、本実施の形態では、LTE+端末が、各サブバンドで生成したすべてのＣＱＩを報告
する場合について説明した。しかし、本発明では、LTE+端末は、各サブバンドで生成した
すべてのＣＱＩのうち、チャネル品質がより良好な上位のサブバンドのＣＱＩのみを報告
してもよい。
【０１８６】
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　また、本発明では、各サブフレームにおいて、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳを、
サブバンドを構成するＲＢ数（サブバンドサイズ）とＲＢグループを構成するＲＢ数（Ｒ
Ｂグループサイズ）との最小公倍数の単位で配置してもよい。この場合、本実施の形態と
同様の効果を得ることができ、かつ、実施の形態３と同様の効果も得ることができる。こ
こで、3GPP-LTEでは、サブバンドサイズは、ＲＢグループサイズの整数倍である。よって
、3GPP-LTEでは、上述したように、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳをサブバンド単位
で配置すると、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳは、サブバンドサイズとＲＢグループ
サイズとの最小公倍数の単位で常に配置されることになる。
【０１８７】
　また、本実施の形態では、各ＲＢにおいて、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳがＣＱ
Ｉ報告周期内の１サブフレームに配置される場合について説明した。しかし、本発明では
、各ＲＢにおいて、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳは、ＣＱＩ報告周期内の複数のサ
ブフレームに配置されてもよい。つまり、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳの送信周期
を、ＣＱＩ報告周期よりも速くしてもよい。この場合、LTE+端末は、各ＲＢにおいて、複
数のサブフレームで測定されたチャネル品質の平均値を得ることにより、ＣＱＩの精度を
より向上させることができる。
【０１８８】
　また、3GPP-LTEでは、上り回線の制御チャネル（例えば、ＰＵＣＣＨ（Physical Dedic
ated Control Channel））で送信できる制御信号のビット数は限られている。このため、
3GPP-LTEでは、Ｎサブフレーム毎にＣＱＩが１つずつ基地局に報告されるモード（Period
icのUE selected subband feedback）が検討されている。ここで、ＣＱＩが報告されるＮ
サブフレーム毎の周期をＣＱＩ報告周期とする。このＣＱＩ報告モードでは、システム帯
域をＭ分割したうちの１つの帯域（bandwidth part：以下、部分帯域という）内で最も良
好なチャネル品質のサブバンドのＣＱＩが、ＣＱＩ報告周期で報告される。また、各ＣＱ
Ｉ報告周期においてＣＱＩ報告の対象となる部分帯域は、Ｎサブフレーム毎にシフトする
。つまり、各部分帯域毎にＣＱＩを測定するサブフレーム（ＣＱＩ測定サブフレーム）が
異なる。本発明をこのＣＱＩ報告モードに適用するためには、LTE+端末のみで用いるセル
固有ＲＳを、各サブフレームでは、各部分帯域に含まれるサブバンド単位で配置し、かつ
、各サブバンドでは、各部分帯域毎のＣＱＩ報告周期（Ｎサブフレーム）のＭ倍の周期（
（Ｎ×Ｍ）サブフレーム）で配置すればよい。つまり、各ＲＢにおいて、LTE+端末のみで
用いるセル固有ＲＳが配置される時間間隔を、部分帯域におけるＣＱＩ報告周期のＭ倍と
すればよい。例えば、Ｎ＝４とし、Ｍ＝２とする場合、つまり、部分帯域毎のＣＱＩ報告
周期が４サブフレームとなり、システム帯域全体が部分帯域０と部分帯域１とに分割され
る場合のＲＳの配置例を図２２に示す。また、図２２では、サブフレーム０～３を部分帯
域０のＣＱＩ測定サブフレームとし、部分帯域０に関するＣＱＩは、ＣＱＩ測定および送
信準備にかかる所定時間経過後に報告される。また、サブフレーム４～７を部分帯域１の
ＣＱＩ測定サブフレームとし、部分帯域１に関するＣＱＩは、部分帯域０と同様の所定時
間経過後に報告される。つまり、ＣＱＩ報告周期は４サブフレームとなる。この場合、図
２２に示すように、部分帯域０（サブバンド０およびサブバンド１）では、LTE+端末のみ
で用いるセル固有ＲＳ（Ｒ４～Ｒ７）は、部分帯域０のＣＱＩ測定サブフレームであるサ
ブフレーム０～３のうちサブフレーム０およびサブフレーム２に配置される。また、部分
帯域１（サブバンド２およびサブバンド３）では、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳ（
Ｒ４～Ｒ７）は、部分帯域１のＣＱＩ測定サブフレームであるサブフレーム４～７のうち
サブフレーム４およびサブフレーム６に配置される。なお、図２２に示すサブフレーム８
以降では、サブフレーム０～７のセル固有ＲＳの配置が繰り返される。つまり、図２２で
は、各ＲＢにおいて、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳが配置される時間間隔は、部分
帯域毎のＣＱＩ報告周期Ｎ（＝４サブフレーム）のＭ（＝２部分帯域）倍である８サブフ
レームとなる。
【０１８９】
　また、本実施の形態では、１フレームを構成するサブフレーム数を８サブフレームとし
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、１サブフレームの複数のサブキャリアを１６個のＲＢに分ける場合について説明した。
しかし、本発明では、１フレームを構成するサブフレーム数は８個に限定されず、１サブ
フレームの複数のサブキャリアを分けるＲＢ数は１６個に限定されない。
【０１９０】
　（実施の形態７）
　3GPP-LTEでは、基地局は、一度割り当てられたＲＢを所定の周期（時間間隔）で継続し
て使用し続けるＳＰＳにより、一部のLTE端末をＲＢに割り当てる。ここでは、ＳＰＳに
よりLTE端末が割り当てられたＲＢの送信周期をＳＰＳ送信周期という。ＳＰＳによりLTE
端末をＲＢに割り当てることにより、基地局は、送信データを送信する度にＲＢの割当結
果を示す制御情報をLTE端末へ通知する必要が無くなる。
【０１９１】
　しかしながら、LTE端末とLTE+端末とが共存する場合には、ＳＰＳ送信周期のある送信
タイミングでは、LTE端末およびLTE+端末の双方で用いるセル固有ＲＳが配置されたＲＢ
にLTE端末への送信データが割り当てられた場合でも、ＳＰＳ送信周期の別の送信タイミ
ングでは、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳが配置されたＲＢにLTE端末への送信デー
タが割り当てられる可能性がある。この場合、基地局は、ＳＰＳにより割り当てられたLT
E端末に対して送信データを送信できなくなる。
【０１９２】
　そこで、本実施の形態では、各ＲＢ（またはＲＢグループ）において、LTE+端末のみで
用いるセル固有ＲＳを、ＳＰＳ送信周期の１／Ｎ（ただし、Ｎは正の整数）の時間間隔で
配置する。
【０１９３】
　以下、本実施の形態におけるセル固有ＲＳの配置方法について説明する。以下の説明で
は、基地局１００の設定部１０５で設定されるセル固有ＲＳの配置パターンが実施の形態
１と異なる。また、ＳＰＳ送信周期を８サブフレームとする。つまり、ＳＰＳにより割り
当てられた端末への送信データは、８サブフレーム毎に送信される。また、図２３に示す
ように、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳ（Ｒ４～Ｒ７）が、同一サブフレームの４つ
のＲＢ（または、２つのＲＢグループ）に配置される。
【０１９４】
　よって、図２３に示すように、ＲＢ０、ＲＢ１、ＲＢ８およびＲＢ９では、Ｒ４～Ｒ７
が、サブフレーム０、および、サブフレーム０から８サブフレーム（ＳＰＳ送信周期）経
過後のサブフレーム８に配置される。同様に、図２３に示すように、ＲＢ２、ＲＢ３、Ｒ
Ｂ１０およびＲＢ１１では、Ｒ４～Ｒ７が、サブフレーム２、および、サブフレーム２か
ら８サブフレーム（ＳＰＳ送信周期）経過後のサブフレーム１０に配置される。ＲＢ４～
ＲＢ７およびＲＢ１２～ＲＢ１５についても同様である。
【０１９５】
　図２３に示すように、各ＲＢでは、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳ（Ｒ４～Ｒ７）
は、ＳＰＳ送信周期（図２３では８サブフレーム）と同一の時間間隔で配置されている。
換言すると、各ＲＢにおいて、LTE端末およびLTE+端末の双方で用いるセル固有ＲＳが配
置されるサブフレームからＳＰＳ送信周期だけ経過後のサブフレームには、LTE+端末のみ
で用いるセル固有ＲＳが配置されることはない。つまり、各ＲＢにおいて、LTE端末およ
びLTE+端末の双方で用いるセル固有ＲＳが配置されるサブフレームからＳＰＳ送信周期だ
け経過後のサブフレームには、LTE端末およびLTE+端末の双方で用いるセル固有ＲＳが確
実に配置される。
【０１９６】
　よって、例えば、基地局１００は、図２３に示すサブフレーム０のＲＢ２およびＲＢ３
を用いて、ＳＰＳにより割り当てられたLTE端末への送信データを送信すれば、次回以降
のＳＰＳ送信タイミング（例えば、図２３に示すサブフレーム８）でもLTE端末へ送信デ
ータを確実に送信することができる。
【０１９７】
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　このようにして、本実施の形態によれば、各ＲＢにおいて、LTE+端末のみで用いるセル
固有ＲＳを、ＳＰＳ送信周期と同一の時間間隔で配置する。これにより、LTE端末に対し
てＳＰＳにより割り当てられたＲＢにLTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳが配置されたＲ
Ｂが混在することがなくなる。これにより、ＳＰＳにより割り当てられたLTE端末の通信
品質の劣化を防ぐことができ、LTE端末のスループットが劣化することを防ぐことができ
る。
【０１９８】
　なお、本実施の形態では、各ＲＢにおいて、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳを、Ｓ
ＰＳ送信周期と同一の時間間隔（図２３に示す８ＲＳの送信周期）で配置する場合につい
て説明した。しかし、本発明では、各ＲＢでLTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳを配置す
る時間間隔は、ＳＰＳ送信周期の１／Ｎ（例えば、図２３では、４サブフレーム間隔また
は２サブフレーム間隔）でもよい。
【０１９９】
　また、本実施の形態では、１フレームを構成するサブフレーム数を１１サブフレームと
し、１サブフレームの複数のサブキャリアを１６個のＲＢに分ける場合について説明した
。しかし、本発明では、１フレームを構成するサブフレーム数は１１個に限定されず、１
サブフレームの複数のサブキャリアを分けるＲＢ数は１６個に限定されない。
【０２００】
　（実施の形態８）
　3GPP-LTEでは、報知情報は、物理リソースの使用方法により、ＭＩＢ（Master Informa
tion Block）、ＳＩＢ（System Information Block）１、および、ＳＩＢ２～ＳＩＢ１１
（すなわち、ＳＩＢ２以降のＳＩＢ）の３種類に分類できる。
【０２０１】
　具体的には、ＭＩＢは、固定のサブフレーム（例えば、サブフレーム０）および固定の
周波数リソースを用いたＰ－ＢＣＨ（Physical Broadcast Channel）で送信される。また
、ＳＩＢ１は、固定のサブフレーム（例えば、２フレームおきのサブフレーム５）で送信
される。また、ＳＩＢ２以降のＳＩＢは、ＳＩＢ１内に含まれるスケジューリング情報に
示される、送信可能なサブフレーム（SI-window）のうちいずれかで送信される。ＳＩＢ
２以降のＳＩＢの場合、ＳＩＢが送信されるサブフレームは、そのサブフレームで通知さ
れる下り回線の制御チャネル（例えば、ＰＤＣＣＨ（Physical Dedicated Control Chann
el））に示される。つまり、端末は、そのサブフレームでＰＤＣＣＨを受信するまでは、
ＳＩＢ２以降のＳＩＢがいずれのサブフレームで送信されるか分からない。なお、ＰＤＣ
ＣＨにはＳＩＢ２以降のＳＩＢがどのＲＢを用いて送信されるかを示す情報も含まれる。
【０２０２】
　ここで、上述した報知情報はLTE端末およびLTE+端末の双方で受信される必要があるた
め、報知情報がLTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳが配置されたＲＢを用いて送信される
と、LTE端末は報知情報を受信できなくなってしまう。
【０２０３】
　そこで、本実施の形態では、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳを、報知情報が割り当
てられるサブフレームおよびＲＢに応じて配置する。
【０２０４】
　以下、本実施の形態におけるセル固有ＲＳの配置方法について説明する。以下の説明で
は、基地局１００の設定部１０５で設定されるセル固有ＲＳの配置パターンが実施の形態
１と異なる。
【０２０５】
　まず、ＭＩＢまたはＳＩＢ１が送信されるサブフレームについて説明する。
【０２０６】
　ＭＩＢまたはＳＩＢ１が送信されるサブフレームには、LTE+端末のみで用いるセル固有
ＲＳは配置されない。つまり、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳは、ＭＩＢまたはＳＩ
Ｂ１が送信されるサブフレーム（報知情報送信サブフレーム）以外のサブフレームに配置
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される。例えば、図２４に示すように、報知情報（ＭＩＢまたはＳＩＢ１）がサブフレー
ム１で送信される場合には、Ｒ４～Ｒ７は、サブフレーム１以外のサブフレーム、つまり
、図２４ではサブフレーム０、２～７に配置される。すなわち、図２４に示すサブフレー
ム１には、Ｒ４～Ｒ７が配置されない。なお、図２４では、Ｒ４～Ｒ７は、報知情報が送
信されるサブフレーム以外のサブフレーム０、２～７毎に周波数領域に２ＲＢずつシフト
したＲＢに配置される。
【０２０７】
　次いで、ＳＩＢ２以降のＳＩＢが送信されるサブフレームについて説明する。
【０２０８】
　ＳＩＢ２以降のＳＩＢが送信されるサブフレームには、LTE+端末のみで用いるセル固有
ＲＳは、例えば実施の形態３（図１５）または実施の形態４（図１８）等と同様にしてＲ
Ｂに配置される。一方、ＳＩＢ２以降のＳＩＢは、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳが
配置されるＲＢ以外のＲＢを用いて送信される。
【０２０９】
　このように、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳが、ＭＩＢまたはＳＩＢ１が送信され
るサブフレーム以外のサブフレームに配置される。ＭＩＢまたはＳＩＢ１が送信されるサ
ブフレームはLTE+端末では既知であるため、LTE+端末は、ＭＩＢまたはＳＩＢ１が送信さ
れるサブフレームではＣＱＩ測定を行わないようにすることができる。
【０２１０】
　また、LTE端末およびLTE+端末の双方で受信される必要があるＭＩＢまたはＳＩＢ１が
送信されるサブフレームでは、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳが配置されないため、
報知情報の送信に用いることができるＲＢをより多く確保することができる。これにより
、報知情報が送信されるサブフレームでは、基地局１００は、報知情報を十分低い符号化
率で符号化して送信することにより、報知情報の誤り率特性が劣化することを防ぐことが
できる。
【０２１１】
　これに対し、ＳＩＢ２以降のＳＩＢについては、ＳＩＢ２以降のＳＩＢが、LTE+端末の
みで用いるセル固有ＲＳが配置されたＲＢ以外のＲＢを用いて送信される。ここで、ＳＩ
Ｂ２以降のＳＩＢが送信されるサブフレームはLTE+端末では未知である。しかし、本実施
の形態によれば、LTE+端末は、ＳＩＢ２以降のＳＩＢが送信されるサブフレームであるか
否かに関わらず、通常のＣＱＩ測定を行うことができる。従って、LTE+端末では、ＰＤＣ
ＣＨを受信した後にＣＱＩ測定を行うか否かを判定する必要がなく、端末処理の簡素化お
よび遅延の低減を実現できる。また、ＳＩＢ２以降のＳＩＢは、LTE端末およびLTE+端末
の双方で用いるセル固有ＲＳが配置されたＲＢで送信されるため、LTE端末でも報知情報
を確実に受信することが可能となる。
【０２１２】
　なお、上述した、LTE端末およびLTE+端末の双方で受信される必要がある報知情報に対
して、LTE+端末のみで受信される必要がある報知情報（LTE+端末向けの報知情報ＳＩＢ＋
）が送信されるサブフレームは、LTE+端末では既知である。また、LTE+端末のみで用いる
セル固有ＲＳの配置も、LTE+端末では既知である。よって、LTE+端末向けの報知情報ＳＩ
Ｂ＋が送信される場合には、セル固有ＲＳが配置されるサブフレーム（またはＲＢ）、お
よび、ＳＩＢ＋が送信されるサブフレーム（またはＲＢ）について制約を設けなくてもよ
い。
【０２１３】
　このように、本実施の形態によれば、LTE端末およびLTE+端末の双方で報知情報を確実
に受信することが可能となり、かつ、報知情報が送信されるサブフレームにおいて、報知
情報の誤り率特性が劣化することを防ぐことができる。
【０２１４】
　なお、本実施の形態では、ＳＩＢ２以降のＳＩＢが、LTE+端末のみで用いるセル固有Ｒ
Ｓが配置されるＲＢ以外のＲＢを用いて送信される場合について説明した。しかし、本発
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明では、ＳＩＢ２以降のＳＩＢは、例えば、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳが配置さ
れたサブフレーム以外のサブフレームで送信してもよい。または、LTE+端末のみで用いる
セル固有ＲＳを、ＳＩＢ１で通知されるSI-windowに基づいて、ＳＩＢ２以降のＳＩＢが
送信されるサブフレーム以外のサブフレームに配置されるようにしてもよい。
【０２１５】
　また、本実施の形態では、図２４に示すように、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳが
、報知情報が送信されるサブフレーム（図２４ではサブフレーム１）を含まないサブフレ
ーム毎にシフトしたＲＢに配置される場合について説明した。すなわち、LTE+端末のみで
用いるセル固有ＲＳは、図２４に示すサブフレーム０、２～７毎に周波数領域で２ＲＢず
つシフトしたＲＢに配置されるについて説明した。しかし、本発明では、図２５に示すよ
うに、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳは、報知情報が送信されるサブフレーム（図２
５ではサブフレーム１）を含むサブフレーム毎に周波数領域でシフトしたＲＢに配置され
てもよい。ただし、報知情報が送信されるサブフレームでは、LTE+端末のみで用いるセル
固有ＲＳは配置されない。具体的には、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳを、図２５に
示すサブフレーム０～７毎に周波数領域で２ＲＢずつシフトしたＲＢに配置する。ただし
、報知情報が送信されるサブフレーム１のＲＢ２およびＲＢ３（ＲＢ１０およびＲＢ１１
）には、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳは配置されない。これにより、報知情報が送
信されるサブフレームがセル毎に異なる場合でも、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳが
配置され得るＲＢは各セルで同一となる。また、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳが配
置されるＲＢは、報知情報の有無に関わらず特定の周期で一定となる。よって、本実施の
形態と同様にして、各セルに位置するLTE+端末は、報知情報が送信されるサブフレームで
ＣＱＩの測定を行わないようにするだけでよく、LTE+端末のＣＱＩ測定に必要な回路を簡
素化することができる。また、セル間でのＲＳ同士の干渉を回避するために、LTE+端末の
みで用いるセル固有ＲＳをセル間で互いに異なるＲＢに割り当てる場合には、LTE+端末の
みで用いるセル固有ＲＳが配置されるＲＢの関係（干渉回避のためのＲＢの配置関係）は
報知情報の有無に関わらずセル間で維持される。このため、干渉軽減効果を劣化させるこ
とがない。
【０２１６】
　また、本実施の形態では、ＭＩＢおよびＳＩＢ１～ＳＩＢ１１に限らず、例えば、ＭＢ
ＳＦＮ（MBMS Single Frequency Network）のデータが送信されるサブフレーム（ＭＢＳ
ＦＮサブフレーム）でも、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳを配置しないようにしても
よい。つまり、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳを、ＭＢＳＦＮサブフレーム以外のサ
ブフレームに配置してもよい。
【０２１７】
　また、本実施の形態では、１フレームを構成するサブフレーム数を８サブフレームとし
、１サブフレームの複数のサブキャリアを１６個のＲＢに分ける場合について説明した。
しかし、本発明では、１フレームを構成するサブフレーム数は８個に限定されず、１サブ
フレームの複数のサブキャリアを分けるＲＢ数は１６個に限定されない。
【０２１８】
　以上、本発明の実施の形態について説明した。
【０２１９】
　なお、本発明では、セル固有ＲＳ（Ｒ０～Ｒ７）のうち、LTE+端末のみで用いるセル固
有ＲＳ（Ｒ４～Ｒ７）の送信電力は、LTE端末およびLTE+端末の双方で用いるセル固有Ｒ
Ｓ（Ｒ０～Ｒ３）の送信電力より小さくてもよい。基地局が４本のアンテナを用いて伝送
する信号を受信する端末（LTE端末およびLTE+端末）はセル全体に位置することが想定さ
れる。これに対し、基地局が８本のアンテナを用いて高速伝送する信号を受信するLTE+端
末はチャネル品質が良好であるセル中心付近に位置することが想定される。このため、基
地局は、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳ（Ｒ４～Ｒ７）を、LTE端末およびLTE+端末
の双方で用いるセル固有ＲＳ（Ｒ０～Ｒ３）の送信電力より小さい送信電力で送信するこ
とで、ＲＳの伝送効率を向上することができる。さらに、本発明では、セル固有ＲＳ（Ｒ
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０～Ｒ７）のうち、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳ（Ｒ４～Ｒ７）の１ＲＢあたりの
ＲＳのシンボル数（つまり、ＲＳの配置密度）は、LTE端末およびLTE+端末の双方で用い
るセル固有ＲＳ（Ｒ０～Ｒ３）の配置密度より低くてもよい。
【０２２０】
　また、上記実施の形態では、LTE端末およびLTE+端末が共存する通信システムについて
説明した。しかし、本発明は、LTE端末およびLTE+端末が共存する通信システムに限らず
、例えば、Ｎ本のアンテナを具備する基地局のみに対応する端末、および、Ｎ本より多い
アンテナを具備する基地局にも対応する端末が共存する通信システムに対して適用するこ
とができる。また、本発明は、例えば、通信システムＡで動作する端末１、および、端末
１が動作する通信システムＡよりも前のバージョンの通信システムＢでのみ動作する端末
２が共存する場合でも適用することができる。
【０２２１】
　また、上記実施の形態では、Ｒ０～Ｒ３が、4Tx基地局または8Tx基地局が備えるアンテ
ナ０～３（１番目～４番目のアンテナ）から送信されるＲＳであり、Ｒ４～Ｒ７が、8Tx
基地局が備えるアンテナ４～７（５番目～８番目のアンテナ）から送信されるＲＳである
場合について説明した。しかし、本発明では、Ｒ０～Ｒ３は、LTE端末およびLTE+端末で
受信されるＲＳであればよく、Ｒ４～Ｒ７は、LTE+端末のみで受信されるＲＳであればよ
い。例えば、Ｒ４～Ｒ７は、協調送信している他の基地局またはリレー局からLTE+端末宛
てに送信されるＲＳであってもよい。
【０２２２】
　また、８本のアンテナを備える8Tx基地局において、アンテナ数が５本以上８本未満の
場合等、つまり、Ｒ４～Ｒ７の一部のＲＳのみが送信される場合でも、上記実施の形態と
同様にして本発明を適用することができる。
【０２２３】
　また、上記実施の形態では、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳが、サブフレーム毎に
周波数領域でシフトするＲＢに配置される場合について説明した。しかし、本発明では、
LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳは、サブフレーム毎に周波数領域でシフトしないＲＢ
、つまり、どのサブフレームでも固定のＲＢに配置されてもよい。
【０２２４】
　また、上記実施の形態では、基地局が、LTE+端末のみで用いるセル固有ＲＳを配置する
ＲＢにLTE端末を割り当てない場合について説明した。ここで、基地局が、LTE+端末のみ
で用いるセル固有ＲＳを配置するＲＢにLTE端末を割り当てると、LTE端末は、LTE+端末の
みで用いるセル固有ＲＳを自局宛てのデータとして受信してしまい受信性能が劣化する。
しかし、本発明では、LTE端末に対する性能劣化が許容される場合等には、基地局は、LTE
+端末のみで用いるセル固有ＲＳを配置するＲＢに、LTE端末を割り当ててもよい。
【０２２５】
　また、端末はUE、基地局はNode B、サブキャリアはトーンと称されることもある。また
、ＣＰはガードインターバル（Guard Interval；ＧＩ）と称されることもある。また、セ
ル固有ＲＳは共通ＲＳと称されることもある。また、参照信号はパイロット信号と称され
ることもある。また、サブフレームはスロットと称されることもある。
【０２２６】
　また、アンテナはアンテナポート（antenna port）と称されることもある。なお、複数
の物理アンテナを１つのアンテナポートとして用いてもよい。アンテナポート（antenna 
port）とは、１本または複数の物理アンテナから構成される、論理的なアンテナを指す。
すなわち、アンテナポートは必ずしも１本の物理アンテナを指すとは限らず、複数のアン
テナから構成されるアレイアンテナ等を指すことがある。例えば3GPP-LTEにおいては、ア
ンテナポートが何本の物理アンテナから構成されるかは規定されず、基地局が異なる参照
信号（Reference signal）を送信できる最小単位として規定されている。また、アンテナ
ポートはプリコーディングベクトル（Precoding vector）の重み付けを乗算する最小単位
として規定されることもある。例えば、８本の物理アンテナ（物理アンテナ０～７）を具
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備する基地局は、物理アンテナ０，４では、Ｒ０に重み付け（例えば、重み係数（１，１
））をかけて送信し、Ｒ４にＲ０の重み付けと直交する重み付け（例えば、重み係数（１
，－１））をかけて送信する。同様に、物理アンテナ１，５では、Ｒ１に重み付け（例え
ば、重み係数（１，１））をかけて送信し、Ｒ５にＲ１の重み付けと直交する重み付け（
例えば、重み係数（１，－１））をかけて送信する。また、物理アンテナ２，６では、Ｒ
２に重み付け（例えば、重み係数（１，１））をかけて送信し、Ｒ６にＲ２の重み付けと
直交する重み付け（例えば、重み係数（１，－１））をかけて送信する。また、物理アン
テナ３，７では、Ｒ３に重み付け（例えば、重み係数（１，１））をかけて送信し、Ｒ７
にＲ１の重み付けと直交する重み付け（例えば、重み係数（１，－１））をかけて送信す
る。これにより、LTE+端末は、Ｒ０およびＲ４を用いて、物理アンテナ０，４から自端末
までのそれぞれの伝搬路を分離してチャネル推定を行うことができる。同様に、LTE+端末
は、Ｒ１およびＲ５を用いて、物理アンテナ１，５からLTE+端末までのそれぞれの伝搬路
を分離してチャネル推定を行うことができ、Ｒ２およびＲ６を用いて、物理アンテナ２，
６からLTE+端末までのそれぞれの伝搬路を分離してチャネル推定を行うことができ、Ｒ３
およびＲ７を用いて、物理アンテナ３，７からLTE+端末までのそれぞれの伝搬路を分離し
てチャネル推定を行うことができる。すなわち、基地局は、２本の物理アンテナから、互
いに直交する重み付けがかけられた２つのセル固有ＲＳを送信する。本発明では、このよ
うなＲＳ送信方法を用いる場合でも、上記実施の形態と同様の効果を得ることができる。
【０２２７】
　また、上記実施の形態では、LTE+端末が高次ＭＩＭＯ（８アンテナＭＩＭＯ）を用いる
場合について説明したが、これに限らず、受信側（LTE+端末）で3GPP-LTEよりも多くのア
ンテナ用の参照信号を受信する場合、例えば、複数基地局から送信される参照信号を受信
する動作に対しても本発明を適用することができる。例えば、上記実施の形態では１つの
基地局が８アンテナを構成したのに対し、複数の基地局で８アンテナを構成する場合でも
本発明を適用することができる。また、上記実施の形態では、3GPP-LTEを４アンテナとし
て、高次ＭＩＭＯを、3GPP-LTEに対してさらに４アンテナ追加して合計８アンテナとした
場合を一例として示した。しかし、本発明は、これに限らず、3GPP-LTEを２アンテナとし
、高次ＭＩＭＯを、3GPPLTEに対してさらに２アンテナ追加して合計４アンテナとしても
よい。または、上記の双方の組み合わせとしてもよく、3GPP-LTEを２アンテナまたは４ア
ンテナとし、高次ＭＩＭＯを、3GPP-LTEに対して２アンテナ追加または４アンテナ追加と
してもよい。または、3GPP-LTEを２アンテナとし、高次ＭＩＭＯを3GPPLTEに対してさら
に６アンテナ追加して合計８アンテナとしてもよい。
【０２２８】
　また、アンテナポートの概念を用いる場合には、実際の物理アンテナが８本だとしても
、3GPP-LTE向けのセル固有ＲＳ（LTE端末およびLTE+端末の双方で用いるセル固有ＲＳ）
に対して４アンテナポートを定義し、高次ＭＩＭＯ向けセル固有ＲＳ（LTE+端末のみで用
いるセル固有ＲＳ）に対して別の８アンテナポートを定義してもよい。この場合、例えば
、基地局は、3GPP-LTE向けのセル固有ＲＳにはアンテナポートあたり２つの物理アンテナ
により重み付けして送信し、高次ＭＩＭＯ向けのセル固有ＲＳには各アンテナから重み付
けなしで送信するという運用が可能である。
【０２２９】
　また、セル固有ＲＳはそのセルの報知情報（PBCH）またはPDCCHの復調に用いられるＲ
Ｓとして定義してもよく、端末固有ＲＳは端末への送信データの復調に用いられるＲＳと
して定義してもよい。
【０２３０】
　また、周波数領域と時間領域との間の変換を行う方法は、ＩＦＦＴ、ＦＦＴに限られな
い。
【０２３１】
　また、本発明は、基地局および端末だけでなく、すべての無線通信装置に対して適用す
ることができる。
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　また、上記実施の形態ではアンテナとして説明したが、本発明はアンテナポートでも同
様に適用できる。
【０２３３】
　アンテナポートとは、１本または複数の物理アンテナから構成される、論理的なアンテ
ナを指す。すなわち、アンテナポートは必ずしも１本の物理アンテナを指すとは限らず、
複数のアンテナから構成されるアレイアンテナ等を指すことがある。
【０２３４】
　例えば3GPP-LTEにおいては、アンテナポートが何本の物理アンテナから構成されるかは
規定されず、基地局が異なる参照信号（Reference signal）を送信できる最小単位として
規定されている。
【０２３５】
　また、アンテナポートはプリコーディングベクトル（Precoding vector）の重み付けを
乗算する最小単位として規定されることもある。
【０２３６】
　また、ＣＱＩ及びＰＭＩを合わせてＣＳＩ（Channel State Information）と呼ぶこと
もある。上記実施の形態におけるＬＴＥ＋端末のみで用いるセル固有ＲＳはＣＱＩ及びＰ
ＭＩの測定を目的とするため、ＣＳＩ－ＲＳと呼ばれることもある。
【０２３７】
　また、上記実施の形態では、本発明をハードウェアで構成する場合を例にとって説明し
たが、本発明はソフトウェアで実現することも可能である。
【０２３８】
　また、上記実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路であるＬ
ＳＩとして実現される。これらは個別に１チップ化されてもよいし、一部または全てを含
むように１チップ化されてもよい。ここでは、ＬＳＩとしたが、集積度の違いにより、Ｉ
Ｃ、システムＬＳＩ、スーパーＬＳＩ、ウルトラＬＳＩと呼称されることもある。
【０２３９】
　また、集積回路化の手法はＬＳＩに限るものではなく、専用回路または汎用プロセッサ
で実現してもよい。ＬＳＩ製造後に、プログラムすることが可能なＦＰＧＡ（Field Prog
rammable Gate Array）や、ＬＳＩ内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフ
ィギュラブル・プロセッサーを利用してもよい。
【０２４０】
　さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりＬＳＩに置き換わる集積回路
化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。
バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
【０２４１】
　２００９年１月２９日出願の特願２００９－０１８２８４の日本出願に含まれる明細書
、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
【産業上の利用可能性】
【０２４２】
　本発明は、移動体通信システム等に適用することができる。
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